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藍置盟

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
の
改
正

｜
｜
開
放
的
保
護
の
導
入
｜
｜

スウェーデン法精神医学的保護に関する法律の改正

一
、
は
じ
め
に

塾
の
百
五
十
年
記
念
法
学
部
論
文
集
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
精
神
障

害
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
法
上
の
処
分
に
関
す
る
小
論
を
寄
稿
し
た
が
、

そ
の
中
で
は
触
れ
な
か
っ
た
社
会
省
か
ら
の
法
精
神
医
学
的
保
護
に

関
す
る
法
律
等
の
改
正
に
つ
い
て
本
稿
で
は
取
上
げ
た
い
。

二
、
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の

改
正
提
案

政
府
が
議
会
に
提
出
し
た
精
神
医
学
的
保
護
に
か
か
わ
る
法
改
正

は
、
精
神
医
学
的
保
護
の
領
域
に
お
け
る
部
分
的
な
改
正
を
目
指
し

坂

田

て
い
る
も
の
で
、
改
正
の
対
象
と
さ
れ
た
法
律
は
、
法
精
神
医
学
的

保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
L
R
V

と
略
す
。
）
、
精
神
医
学
的
強
制

保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
L
P
T

と
略
す
。
）
、
一
般
行
政
裁
判
所

(3
) 

に
関
す
る
法
律
及
び
秘
密
法
の
四
個
の
法
律
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

改
正
の
対
象
と
さ
れ
た
個
々
の
規
定
の
数
が
多
く
、
提
案
書
の
四O

頁
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
、

L
P
T

に
定

め
る
精
神
医
学
的
保
護
を
閉
鎖
的
（
入
院
保
護
）
と
開
放
的
（
通
院

保
護
）
の
二
種
に
分
け
る
こ
と
と
、
保
護
手
続
に
お
け
る
患
者
の
必

要
性
の
充
足
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
提
案
の
内
容
は
大
要
下
記

(4
) 

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
法
律
案
で
は
L
P
T

及
、
びL
R
V

の
そ
れ
ぞ
れ
に
新
し
い

保
護
形
式
（
開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
）
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
は
、
医
療
保
護
施
設
外
で
実
施
さ
れ
、
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患
者
が
必
要
な
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
ら
れ
る
条
件
を
充
足
す

る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
た
だ
し
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
及
び

法
精
神
医
学
的
保
護
が
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
か
ら
開
始
す
る

と
い
う
現
行
の
収
容
要
件
に
変
更
は
な
い
。
今
回
の
改
正
は
、
精

神
医
学
的
保
護
を
患
者
個
人
の
必
要
性
に
適
合
さ
せ
、
健
康
・
医

療
保
護
と
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
協
力
関
係
を
強
め
る
狙
い
を
も
っ
て

い
る
。

法学研究 81 巻 10 号（2008

(7
) 

開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
は
、
主
席
上
級
医
師
の
申
請
に
基
づ

い
て
州
裁
判
所
が
決
定
す
る
。
こ
の
手
続
は
現
在
の
特
別
解
除

(8
) 

事
由
審
理
の
手
続
と
同
一
で
、
右
の
申
請
に
は
患
者
の
保
護
計
画

が
付
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
保
護
計
画
は
、
患
者
の
必
要
性

に
応
じ
る
と
同
時
に
こ
れ
ら
の
保
護
に
責
任
を
も
っ
健
康
・
医
療

保
護
と
杜
会
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
各
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
の
資
源
に
基

づ
い
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
保
護
計
画
に
責
任
を
も
っ

の
は
主
席
上
級
医
師
で
あ
る
。

三
、
閉
鎖
的
処
遇
と
開
放
的
処
遇

法
精
神
医
学
的
保
護
を
含
め
て
精
神
医
学
的
保
護
は
形
式
的
に
四

つ
に
分
類
さ
れ
る
。
分
類
の
軸
は
、
二
個
で
強
制
か
任
意
か
、
及
び
開

放
か
閉
鎖
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
図
示
す
る
と
、
下
段
の
図
の
よ
う
に
な

(9
) る

。
閉
鎖
と
い
う
語
の
与
え
る
印
象
は
日
本
語
で

（
日
）

は
厳
し
い
が
、
入
院
治
療
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
は
、
全
日
保
護
（
『
巳
ι
沼
町
ロω
・

（
日
）
（
ロ
）

乱
昆
）
及
び
終
日
保
護
（
身

m
ロ
2
2
E

芯
三
）

と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
強
制
は
、

患
者
本
人
の
同
意
を
無
視
し
て
治
療
そ
の
他
の
処

遇
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
例
え
ば
、
身
体
の
自
由

（
日
）

を
完
全
に
奪
う
「
束
縛
」
（
貯
忠
告
皆
巳
口
問
）
は

法
律
上
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
措
置

を
行
う
上
で
の
看
護
職
員
の
行
為
（
特
に
、
精
神

障
害
者
の
入
院
措
置
の
執
行
）
の
違
法
性
の
問
題

は
、
か
つ
て
は
刑
法
二
四
章
に
定
め
る
違
法
性
阻
却
の
問
題
と
し
て

処
理
さ
れ
て
い
た
が
、
二

O
O
O
年
の
法
改
正
で
L
P
T

の
中
で
処

(M
) 

理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
も
と
に
上
記
の
四
分
類

を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
閉
鎖
i

開
放
は
、
入

院
｜
通
院
と
同
義
で
あ
り
、
強
制
｜
任
意
は
、
患
者
の
同
意
の
無
視

開放

強制・開放

任意・開放
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閉鎖

強制・閉鎖

任意・閉鎖

制
一
意

強

任

ー
尊
重
と
同
義
で
あ
る
。

現
行
刑
法
は
、
そ
の
制
定
当
時
開
放
的
精
神
医
学
的
保
護

（
。
古
宮
ロ
唱
者
E
m
豆
島
乱
三
）
へ
の
委
託
を
制
裁
の
一
つ
に
加
え
て

（
日
）

い
た
（
当
時
の
刑
法
三
一
章
四
条
）
。
こ
の
制
裁
は
、
一
九
六
二
年

の
刑
法
で
初
め
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
制
裁
に
処
さ
れ
た
被



スウェーデン法精神医学的保護に関する法律の改正

告
人
は
、
病
院
に
収
容
さ
れ
ず
に
、
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
も

の
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
っ
て
開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
に
委
託
さ

れ
た
者
を
処
遇
す
る
の
は
、
当
時
の
医
療
保
護
庁
（
印
官
官
骨
含
・

2

可
包
括
芝
冨
色
E
S

】
丘
三
巴ω
g

）
の
責
任
で
あ
っ
た
。
開
放
的

精
神
医
学
的
保
護
は
、
関
係
す
る
医
療
保
護
庁
が
そ
の
保
護
を
用
意

す
る
職
務
上
の
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
裁
判
所
に
は
保

護
の
実
施
に
つ
い
て
何
の
権
限
も
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
委
託
の
要
件
は
、
下
記
の
六
点
と

さ
れ
て
い
た
。

①
犯
罪
行
為
で
有
罪
で
あ
る
こ
と
。
故
意
・
過
失
の
証
明
が
必

要
。

②
 

③
 

④
 

精
神
医
学
的
保
護
を
必
要
と
す
る
こ
と
。

閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
に
適
す
る
者
を
除
く
。

開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
よ
り
介
入
的
な
制
裁
を
必
要
と
す

る
特
別
な
理
由
が
な
い
こ
と
。

⑤
判
決
の
た
め
法
精
神
医
学
的
調
査
は
必
要
な
い
が
、
七
条
診

（
凶
）

断
書
は
必
要
で
あ
る
。

⑥
犯
罪
の
重
さ
は
問
わ
な
い
。

開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
の
内
容
は
、
相
談
、
指
示
及
び
援
助
措

置
で
あ
る
が
、
対
象
者
に
保
護
を
受
け
さ
せ
る
強
制
手
段
は
存
在
せ

ず
、
患
者
の
自
発
的
協
力
の
上
に
保
護
が
成
立
し
て
い
た
。
患
者
が

保
護
に
協
力
し
な
け
れ
ば
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
に
付
す
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
は
L
S
P
V

の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ

る
。
こ
の
要
件
は
、
一
般
の
精
神
障
害
者
と
同
じ
で
あ
り
、
L
S
P

V

に
よ
る
申
請
手
続
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
の
制
裁
は
、
一
九
九
一
年
に

L
P
T

及
び
L
R
V

が
制
定
さ
れ

た
と
き
に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
適
用
数
が
少
な
か
っ
た
こ

と
と
保
護
を
強
制
的
に
受
け
さ
せ
る
手
段
が
な
く
、
保
護
観
察
に
精

神
医
学
的
治
療
を
受
け
る
道
守
事
項
を
科
す
方
が
実
効
性
が
あ
る
と

（
口
）

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
に
よ
る
。
そ
れ
以
後
、
現
在
ま
で
法
精
神

医
学
的
保
護
は
、
す
べ
て
閉
鎖
的
保
護
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る

（L
R
V

一
条
参
照
）
。

四
、
改
正
の
内
容

今
回
の
法
改
正
は
、
L
R
V

の
全
体
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め

政
府
の
提
案
し
た
改
正
案
は
、
提
案
書
の
三
O
頁
を
占
め
る
。
そ
し

て
、
改
正
法
は
新
た
な
法
律
番
号
（
二
O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
、

L
P
T

は
四
一
五
号
）
に
よ
り
再
公
布
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
制

度
的
に
は
比
較
的
単
純
で
、
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
法
精
神

医
学
的
保
護
の
新
し
い
形
態
と
し
て
法
制
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
外
泊
制
度
の
改
革
に
よ
る
精
神
障
害
犯

55 



10) 

罪
者
の
非
入
院
治
療
（
開
放
的
保
護
）
の
制
度
化
と
そ
の
実
効
性
を

（
時
）

確
保
す
る
た
め
の
地
方
当
局
と
の
密
接
な
協
力
で
あ
る
。
同
時
に
法

精
神
医
学
的
保
護
の
実
務
を
担
当
す
る
機
関
、
法
医
学
庁
（
以
下
R

（
初
）

M
V
と
略
す
。
）
の
機
構
整
備
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

法学研究 81 巻 10 号（2008

開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護

ま
ず
歴
史
の
歯
車
を
逆
回
転
し
て
一
九
六
六
年
の
精
神
障
害
者
保

（
幻
）

護
法
制
に
話
題
を
戻
す
。
こ
の
年
L
S
P
V

が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の

法
律
で
は
、
「
精
神
的
疾
病
（
司a
E
ω
w
a
z
E。
自
）
に
か
か
っ
て

い
る
者
に
は
、
そ
の
疾
病
の
種
類
及
び
程
度
に
て
ら
し
て
閉
鎖
的
精

神
医
学
的
保
護
が
不
可
避
的
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
、
本
人
の
同
意

と
は
無
関
係
に
同
法
に
基
づ
く
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
が
準
備
さ

れ
る
。
」
（L
S
P
V

一
条
）
と
さ
れ
、
下
記
の
五
個
の
場
合
が
定
め

（
忽
）

ら
れ
て
い
た
。

川
そ
の
疾
病
の
結
果
明
ら
か
に
病
識
を
欠
如
し
、
そ
の
状
態
は

保
護
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
か
又
は
保
護
を
行
わ
な
け
れ
ば
悪

化
し
得
る
場
合
、

凶
そ
の
疾
病
の
結
果
他
人
の
個
人
的
安
全
も
し
く
は
精
神
的
も

し
く
は
身
体
的
安
全
又
は
自
ら
の
生
命
に
対
す
る
危
険
が
あ
る

場
合
、

q
δ
 

A 

そ
の
疾
病
の
結
果
自
分
自
身
の
世
話
が
で
き
な
い
場
合
、

(4) 

そ
の
疾
病
の
結
果
近
親
者
又
は
そ
の
他
の
者
を
は
な
は
だ
し

く
苦
し
め
る
生
活
を
す
る
場
合
、
又
は

同
そ
の
疾
病
の
結
果
他
人
の
財
産
又
は
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
る
利
益
で
ω
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
利
益
に
と
り
危
険
で

あ
る
場
合
。

精
神
障
害
犯
罪
者
は
、
刑
法
の
規
定
（
一
一
二
章
三
条
）
に
よ
り
閉

鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
委
託
の
判
決
の
後
こ
の
法
律
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
た
（
同
法
三
条
）
。
閉
鎖
的
と
い
う
表
現
か
ら
対
象
者

（
同
法
の
適
用
に
よ
り
患
者
と
な
る
）
は
行
動
の
自
由
を
奪
わ
れ
、

医
師
の
指
導
下
に
置
か
れ
た
。
こ
の
状
態
の
終
了
は
、
同
法
一
条
の

要
件
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
遅
滞
な
く
疾
病
登
録
を
解
除
す
る
（
退

院
〈
c
z
－q
Z
巳
口
問
〉
）
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（
同
法
一
六
条
）
。

登
録
解
除
の
決
定
は
、
上
級
医
師
の
届
出
の
後
に
、
登
録
解
除
委
員

会
が
行
っ
た
（
同
法
一
七
条
二
項
）
。
こ
の
委
員
会
は
、
裁
判
官
職

に
適
す
る
法
曹
資
格
の
あ
る
者
を
議
長
と
し
、
他
に
精
神
医
学
の
知

56 

識
の
あ
る
医
師
一
人
及
び
公
務
員
一
人
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
（
同
法

二
八
条
）
。

同
法
に
は
疾
病
登
録
の
解
除
の
ほ
か
に
疾
病
登
録
の
試
験
的
解
除

宣
言
宵
Z
E
口
問
志
向
。
吋
ω
O
W）
に
関
す
る
規
定
（
同
法
一
九
条
）
が

あ
り
、
特
別
な
理
由
が
存
在
し
、
他
の
者
の
個
人
的
安
全
又
は
そ
の

生
命
に
対
す
る
危
険
の
な
い
場
合
に
、
二
疋
の
期
間
を
定
め
て
な
さ
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（
川
崎
）

れ
た
。
そ
の
際
、
特
別
な
遵
守
事
項
が
科
さ
れ
、
ま
た
適
当
な
者
の

監
視
下
に
置
か
れ
た
。
試
験
的
解
除
は
状
況
に
よ
り
こ
れ
を
取
消
す

こ
と
が
で
き
た
（
同
法
二
O
条
）
。

以
上
の
他
に
、
患
者
は
医
療
保
護
施
設
の
外
に
期
間
を
定
め
て
滞

在
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
。
こ
の
許
可
（
外
泊
〈
宮
門
田
町
位
。
ロ
〉
）

は
、
上
記
の
登
録
解
除
委
員
会
の
権
限
で
、
同
委
員
会
は
こ
の
権
限

を
上
級
医
師
に
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
同
法
一
四
条
二
項
）
。

以
上
述
べ
た
事
項
が
L
S
P
V

の
定
め
る
と
こ
ろ
で
、
一
九
九
一

年
の
精
神
障
害
者
保
護
法
制
の
改
正
で
は
、
一
般
の
精
神
障
害
者
と

精
神
障
害
犯
罪
者
と
に
別
々
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
深

刻
な
精
神
障
害
」
の
概
念
が
刑
法
と
精
神
障
害
者
保
護
法
制
と
に
共

通
の
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
る
な
ど
、
大
き
い
変
革
が
な
さ
れ
た
。

試
験
的
登
録
解
除
及
び
外
泊
も
改
革
の
対
象
と
な
っ
た
。

一
九
九
一
年
法
制
（
一
九
九
二
年
施
行
）
に
よ
り
、L
P
T

に
よ

（
鉛
）

る
強
制
保
護
は
保
護
診
断
書
の
発
行
か
ら
始
ま
る
こ
と
と
な
り
、
L

S
P
V

に
お
け
る
親
族
等
の
申
請
に
よ
る
手
続
は
廃
止
さ
れ
た
。
保

護
診
断
書
に
基
づ
き
医
療
保
護
施
設
に
同
行
さ
れ
た
患
者
を
、
保
護

診
断
書
作
成
医
師
で
は
な
い
別
の
医
師
が
診
察
し
て
、
保
護
の
開
始

が
決
定
さ
れ
た
。
強
制
保
護
の
要
件
の
中
核
は
、
患
者
が
深
刻
な
精

神
障
害
に
擢
っ
て
い
る
こ
と
及
び
患
者
を
本
人
の
精
神
状
態
及
び
そ

の
他
の
個
人
的
状
況
に
よ
り
医
療
保
護
施
設
に
終
日
保
護
の
た
め
収

容
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
（

L
P
T

三
条
）
。
法
精

神
医
学
的
保
護
の
場
合
は
、
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
法
精
神
医
学

的
保
護
に
処
さ
れ
た
者
、
拘
置
所
等
に
収
容
中
の
者
、
矯
正
保
護
施

設
に
収
容
中
の
者
な
ど
刑
法
そ
の
他
の
規
定
に
よ
っ
て
裁
判
所
が
判

断
し
た
と
き
で
あ
る
（
L
R
V

二
条
）
。

一
九
九
一
年
の
改
革
に
よ
っ
て
、
登
録
解
除
委
員
会
及
び
試
験
的

登
録
解
除
は
廃
止
さ
れ
た
。
登
録
解
除
委
員
会
は
、
精
神
疾
患
法
の

時
代
一
九
四
九
年
に
創
設
さ
れ
た
制
度
で
、
患
者
の
登
録
解
除
（
閉

鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
）
を
決
定
す
る
機
関
で
あ
っ
た
が
、

L
P
T

及
び
L
R
V

の
制
定
に
よ
り
、
保
護
の
終
了
は
、
州
裁
判
所

の
関
与
の
も
と
に
主
席
上
級
医
師
（
又
は
、
主
席
上
級
医
師
の
申
請

に
基
づ
き
州
裁
判
所
）
が
決
定
す
る
制
度
が
採
用
さ
れ
た
（
L
P
T

二
七
条
な
い
し
二
九
条
及
び
L
R
V

一
二
条
な
い
し
一
七
条
参
照
）
。

患
者
の
利
益
保
護
と
法
的
安
定
性
の
確
保
と
が
そ
の
重
要
な
契
機
で

あ
っ
た
。

試
験
的
登
録
解
除
の
廃
止
は
、
精
神
医
学
の
基
本
的
立
場
が
古
い

時
代
の
病
院
（
施
設
）
中
心
か
ら
患
者
中
心
の
考
え
方
に
転
換
し
た

こ
と
に
対
応
し
て
、
患
者
を
医
療
施
設
に
収
容
し
て
保
護
す
る
か
否

か
と
い
う
選
択
が
意
味
を
失
い
、
患
者
の
状
態
と
病
院
の
事
情
に
よ

り
患
者
と
医
療
関
係
者
の
合
意
が
重
要
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ

の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
行
動
の
自
由
を
一
種
の
特
権
の
よ
う
に
見
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る
従
来
の
精
神
障
害
者
保
護
の
立
場
の
放
棄
が
試
験
的
登
録
解
除
の

廃
止
を
も
た
ら
し
た
。
廃
止
に
対
し
て
多
数
の
関
係
者
は
レ
ミ
ス
手

続
で
反
対
の
意
思
表
示
を
示
し
た
が
、
政
府
と
議
会
の
方
針
が
貫
か

（
お
）

れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
一
年
法
に
は
患
者
の
施
設
外
滞
在
は
す

べ
て
外
泊
と
し
て
規
定
さ
れ
、
収
容
（
入
院
）
期
間
中
の
通
常
の
外

泊
の
他
、
保
護
の
終
了
直
前
の
終
了
準
備
の
た
め
の
外
泊
の
二
種
類

の
外
泊
が
法
に
規
定
さ
れ
た
（
L
P
T

二
五
条
及
び
L
R
V

九
条
参

問
。
。

し
か
し
、
一
九
九
一
年
法
に
よ
る
外
泊
の
運
用
は
再
び
批
判
を
招

く
。
強
制
的
精
神
医
学
委
員
会
（
叶
乱
ロ
寝
苦
三
己
主
E
E
吉
田
笠
宮
）

は
、
一
九
九
六
年
九
月
三

O
日
に
七
二
時
間
を
超
え
る
外
泊
を
許
可

さ
れ
て
い
た
L
P
T

及
、
びL
R
V

の
患
者
全
員
に
つ
い
て
調
査
を
行

(mm
) 

っ
た
。
そ
の
答
申
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
法
精
神
医
学
的

保
護
の
対
象
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
は
、

L
R
V

に
よ
る
者

と

L
S
P
V

に
よ
る
者
と
に
分
け
ら
れ
、
更
に
保
護
さ
れ
て
い
る
施

（
初
）

設
に
関
し
て
も
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
の
施
設
と

R
M
V
の
付
属
施
設
と

に
分
か
れ
て
お
り
、
同
じ
法
精
神
医
学
的
保
護
で
あ
っ
て
も
取
扱
に

何
ら
か
の
差
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

条
件
を
別
々
に
考
慮
し
た
上
で
、
答
申
は
、
外
泊
に
関
す
る
統
計
を

（
但
）

作
成
し
て
い
る
。
こ
の
統
計
か
ら
外
泊
が
広
範
に
適
用
さ
れ
、
し
か

も
長
期
間
の
外
泊
が
多
用
さ
れ
て
い
て
、
外
泊
本
来
の
意
味
（
強
制

的
保
護
か
ら
任
意
保
護
へ
の
柔
軟
な
移
行
を
図
る
）
を
逸
脱
し
た
運

用
が
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
答
申
で
は
保
護
の
終
了
準
備
を
目
的
と

す
る
外
泊
制
度
の
廃
止
が
提
案
さ
れ
、
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護

に
関
す
る
規
定
の
新
設
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
答
申
に
基
づ
き
、
一
九
九
九
年
の
立
法
資
料
は
、
通
常
の
外

泊
と
保
護
の
終
了
直
前
の
外
泊
に
関
し
て
大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
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調
査
時
点
で
外
泊
を
許
可
さ
れ
た
法
精
神
医
学
的
保
護
の
患
者

二
八
三
人
は
、
同
一
範
時
の
登
録
患
者
の
四
分
の
一
を
超
え
て
い

た
。
特
別
解
除
事
由
審
理
付
き
の
患
者
の
う
ち
三
四
%
（
八
四
人
）

は
一
年
を
超
え
る
外
泊
を
許
可
さ
れ
て
い
た
。
ゴ
一
年
を
超
え
て
保

護
さ
れ
て
い
る
患
者
の
ほ
ぼ
半
数
（
六
二
人
）
は
、
一
年
を
超
え

る
外
泊
許
可
を
得
て
い
た
。
外
泊
許
可
の
条
件
と
し
て
滞
在
す
べ

き
施
設
に
送
致
さ
れ
て
い
た
者
は
、
一
年
を
超
え
る
外
泊
許
可
を

得
て
い
た
者
の
四
二
%
で
あ
っ
た
。

特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
う
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い

る
者
は
、
診
断
と
は
無
関
係
に
、
薬
物
乱
用
が
普
通
に
み
ら
れ
た
。

外
泊
許
可
を
得
て
い
た
法
精
神
医
学
的
保
護
の
患
者
の
半
数
以
上

は
、
特
効
性
神
経
弛
緩
剤
（
巴
告
官
2
8
Z
Z
F
E）
の
投
与
を

伴
う
治
療
を
受
け
て
い
た
。
こ
れ
を
外
泊
許
可
の
条
件
と
し
て
い

る
者
が
多
数
で
あ
っ
た
。
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上
記
の
法
の
運
用
は
、
統
治
組
織
法
二
章
一
二
条
二
項
及
び
欧

州
人
権
規
約
五
条
一
項

e

の
禁
止
条
項
を
無
視
し
て
い
る
と
の
問

題
を
生
じ
さ
せ
得
る
。
政
府
は
、
長
期
の
外
泊
許
可
は
柔
軟
な
退

院
（
保
護
の
終
了
）
準
備
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
が
、

長
期
間
の
外
泊
を
広
範
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
逆
に
、

L
P
T

及

び
L
R
V

の
規
定
の
目
的
に
合
致
し
た
法
の
適
用
が
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
外
泊
許
可
は
、
試
験
的
登

録
解
除
と
同
様
な
方
法
で
外
泊
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
主
席
上
級
医
師
の
多
数
は
、
外
泊
許
可
が
試

験
的
登
録
解
除
の
代
替
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
、
し
か
も
予
防
的

内
容
が
失
わ
れ
て
劣
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

一
九
九
九
年
の
政
府
提
案
は
、
強
制
的
精
神
医
学
委
員
会
の
答
申

の
提
出
し
た
草
案
を
採
用
せ
ず
、
当
時
の
L
P
T

及
び
L
R
V

の
部

分
改
正
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
保
護
の
終
了
の
た
め
の
外

（
お
）
（
お
）

泊
の
廃
止
、
外
泊
の
保
護
計
画
に
基
づ
く
運
用
な
ど
で
あ
っ
た
。
法

（
幻
）

律
上
の
用
語
と
し
て
外
泊
（
司
2
5

冒
巴
。
ロ
）
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

更
に
、
議
会
の
法
務
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
、
犯
罪
者
に
対
す
る

法
精
神
医
学
的
保
護
に
は
保
護
期
間
を
定
め
、
保
護
の
終
了
後
の
残

存
保
護
期
間
を
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
提
案

は
拒
否
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
泊
を
め
ぐ
る
事
態
の
改

善
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
提
案
（
司

B
U
N
C
Cミ

。
∞
ゐO
）
は
、
二
0
0
0

年
の
改
革
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
、
政
府
提
案
は
、
そ
の
標
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
新
し
い
保
護
形
式
と
し
て
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
導
入

す
る
こ
と
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

前
に
触
れ
た
と
お
り
、
開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
の
導
入
に
つ
い

て
は
、
既
に
強
制
精
神
医
学
委
員
会
の
答
申
が
、
保
護
の
終
了
前
の

外
泊
の
廃
止
に
関
連
さ
せ
て
こ
れ
を
提
案
し
て
い
る
。
答
申
に
盛
ら

れ
て
い
る
提
案
の
全
文
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

強
制
保
護
よ
り
登
録
解
除
し
得
な
い
が
、
医
療
保
護
施
設
に
お

い
て
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
必
要
が
も
は
や
存
在
し
な
い
患

者
は
、
特
別
条
件
付
開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
に
こ
れ
を
移
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
保
護
の
決
定
は
、
主
席
上
級
医
師
の
申

請
に
よ
り
、
詳
細
な
記
録
化
さ
れ
た
調
査
の
後
に
州
裁
判
所
が
行

う
。
協
力
的
保
護
計
画
及
び
コ
ミ
ュ
l

ン
及
び
ラ
ン
ヅ
テ
イ
ン
グ

の
資
源
の
探
求
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
協
力
的
保

護
計
画
が
立
案
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

* 
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州
裁
判
所
は
、
L
P
T

に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る
患
者
に
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つ
い
て
、
下
記
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
と
き
に
特
別
条
件
付
開
放

的
保
護
の
決
定
が
で
き
る
。

①
患
者
が
継
続
し
て
深
刻
な
精
神
障
害
に
擢
っ
て
い
る
。

②
患
者
が
医
療
保
護
施
設
内
で
専
門
的
な
終
日
保
護
の
た
め
に

収
容
さ
れ
る
方
法
以
外
の
方
法
で
充
足
さ
れ
る
精
神
医
学
的
保

護
を
引
続
き
必
要
と
し
て
い
る
。

③
患
者
の
精
神
状
態
、
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
又
は
他
人
の
安

全
も
し
く
は
身
体
的
も
し
く
は
精
神
的
健
康
に
て
ら
し
て
、
保

護
及
び
治
療
、
住
居
、
就
職
又
は
そ
の
他
の
資
源
に
関
し
て
特

別
条
件
を
患
者
が
守
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

④
患
者
が
必
要
と
し
て
い
る
保
護
及
び
介
助
が
患
者
の
同
意
に

よ
っ
て
実
施
で
き
な
い
。

患
者
の
状
態
又
は
個
人
的
状
況
が
変
化
し
て
、
そ
の
精
神
医
学

的
保
護
の
必
要
性
が
患
者
を
医
療
保
護
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
以

外
の
方
法
で
は
充
足
で
き
な
い
と
き
に
は
、
患
者
を
再
収
容
で
き

る
。

* 

特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
わ
な
い
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け

る
患
者
は
、
下
記
の
要
件
の
も
と
に
特
別
条
件
付
開
放
的
保
護
に

移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
 
患
者
が
継
続
し
て
深
刻
な
精
神
障
害
に
催
っ
て
い
る
。

患
者
が
医
療
保
護
施
設
内
に
収
容
さ
れ
る
方
法
以
外
の
方
法

で
充
足
さ
れ
る
精
神
医
学
的
保
護
を
引
続
き
必
要
と
し
て
い
る
。

③
患
者
の
精
神
状
態
、
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
又
は
他
人
の
安

全
も
し
く
は
身
体
的
も
し
く
は
精
神
的
健
康
に
て
ら
し
て
、
患

者
の
必
要
性
を
充
足
す
る
た
め
に
保
護
及
び
治
療
、
住
居
、
就

職
又
は
そ
の
他
の
資
源
に
関
し
て
特
別
条
件
を
患
者
が
守
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

② 
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* 

特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
う
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
患

者
は
、
下
記
の
要
件
の
も
と
に
特
別
条
件
付
開
放
的
保
護
に
移
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
患
者
が
継
続
し
て
深
刻
な
精
神
障
害
に
擢
っ
て
い
る
。

②
患
者
が
医
療
保
護
施
設
内
に
収
容
さ
れ
る
方
法
以
外
の
方
法

で
充
足
さ
れ
る
精
神
医
学
的
保
護
を
引
続
き
必
要
と
し
、
か
っ
、

深
刻
な
性
質
の
犯
罪
の
再
犯
の
危
険
に
て
ら
し
て
、
医
療
保
護

機
関
に
患
者
を
収
容
す
る
必
要
性
は
存
在
し
な
い
。

③
社
会
防
衛
を
充
足
す
る
た
め
に
特
別
条
件
が
必
要
で
あ
る
。

* 

法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
患
者
の
状
態
又
は
個
人
的

状
況
が
変
化
し
て
、
そ
の
精
神
医
学
的
保
護
の
必
要
性
が
患
者
を

医
療
保
護
施
設
の
外
部
で
は
充
足
で
き
な
い
と
き
に
は
、
患
者
を



医
療
保
護
施
設
に
再
収
容
で
き
る
。

特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
患
者
に
関
し

て
は
、
上
記
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
と
き
再
収
容
が
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
が
有
効
な
条
件
を
守
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が

本
人
の
精
神
障
害
の
結
果
深
刻
な
性
質
の
犯
罪
の
再
犯
の
危
険
が

存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
に
も
、
再
収
容
が
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

* 
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更
に
、
下
記
の
事
項
が
提
案
さ
れ
る
。

①
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
て
、
法
精
神
医
学
的
保
護

を
受
け
て
い
る
患
者
の
た
め
の
医
療
保
護
施
設
の
区
域
の
外
部

に
滞
在
す
る
許
可
は
、
そ
の
滞
在
が
看
視
者
付
き
の
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
矯
正
保
護
庁
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

②
矯
正
保
護
庁
が
こ
れ
ら
の
患
者
の
自
由
行
動
に
つ
い
て
決
定

を
下
す
。

③ 

法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
被
拘
置
者
は
、
明
白
な

理
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
医
療
保
護
施
設
の
区
域
外
に
一

次
的
に
滞
在
す
る
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。

」
の
提
案
の
背
景
及
び
内
容
に
つ
い
て
強
制
精
神
医
学
委
員
会
の

(HU

) 

答
申
は
、
答
申
の
一
二
一
一
頁
以
下
に
詳
細
な
説
明
を
し
て
い
る
。
そ

の
外
泊
に
関
す
る
部
分
を
要
約
す
る
。

強
制
的
保
護
の
準
備
の
た
め
の
外
泊
が
多
用
さ
れ
、
か
つ
長
期

間
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

L
S
P
V

に
お
け
る
試
験

的
登
録
解
除
の
代
替
策
で
あ
り
、
制
度
の
趣
旨
（
閉
鎖
的
保
護
か

ら
保
護
の
終
了
へ
柔
軟
に
移
行
さ
せ
る
）
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
れ
は
精
神
医
学
的
保
護
法
制
が
過
去
の
病
院
中
心
の
治

療
か
ら
地
域
中
心
医
療
へ
の
過
渡
期
の
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
べ

き
で
、
地
域
医
療
の
視
点
か
ら
制
度
を
見
な
お
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
精
神
医
学
的
保
護
法
制
と
地
域
の
関
係
を
H
S
L

及

び
身
体
機
能
障
害
者
保
護
と
地
域
の
関
係
と
同
等
に
考
え
、
障
害

者
の
住
居
、
就
職
及
び
社
会
復
帰
資
源
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

保
護
の
間
の
優
先
順
位
を
考
慮
し
つ
つ
ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
及
び
コ

ミ
ュ
l

ン
が
責
任
を
負
う
体
制
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
患
者
本
人
の
健
康
上
の
必
要
性
及
び

社
会
防
衛
上
の
必
要
性
を
考
慮
し
つ
つ
、
医
療
保
護
施
設
に
お
け

る
保
護
（
治
療
）
を
必
要
と
し
な
い
患
者
を
開
放
的
保
護
（
通
院

治
療
）
に
移
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
法
的
根
拠
を
作
り
あ

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
特
別
条
件
付
開
放
的
保
護

へ
の
移
行
を
、
医
療
保
護
施
設
に
基
礎
を
置
く
保
護
を
医
療
保
護
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10) 

施
設
の
外
に
自
分
の
住
居
を
保
有
し
て
行
う
保
護
に
置
換
え
て
い

く
こ
と
で
実
現
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
、
ラ
ン
ヅ
テ
イ
ン
グ
及

び
コ
ミ
ュ
l

ン
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
に
従
っ
て
、
医
療
保
護
の

提
供
で
き
な
い
保
護
を
患
者
に
提
供
す
る
こ
と
、
及
び
こ
れ
ら
関

係
部
門
の
聞
に
協
力
的
保
護
計
画
が
患
者
の
保
護
に
関
し
て
策
定

さ
れ
、
保
護
計
画
に
関
す
る
協
議
を
患
者
と
行
う
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

法学研究 81 巻 10 号（2008

強
制
的
精
神
医
学
委
員
会
は
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
を
閉
鎖
的

保
護
と
特
別
条
件
付
開
放
的
保
護
よ
り
構
成
す
る
こ
と
、
及
び
、
開

放
的
保
護
を
患
者
の
健
康
並
び
に
他
の
者
の
自
由
及
び
権
利
の
防
衛

の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
の
み
実
施
す
る
こ
と
、
更
に
、
犯
罪
を
理

由
と
す
る
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
し
て
も
、
同
じ
開
放
的
精
神
医

学
的
保
護
の
適
用
を
提
案
す
る
。
た
だ
、
裁
判
所
に
よ
る
決
定
が
刑

法
二
二
章
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
う
も

の
と
伴
わ
な
い
も
の
の
二
種
に
分
か
れ
る
た
め
、
閉
鎖
的
保
護
か
ら

開
放
的
保
護
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
深
刻
な
罪
の

再
犯
の
危
険
性
の
評
価
と
社
会
防
衛
の
必
要
性
を
充
足
す
る
特
別
条

（
必
）

件
の
設
定
が
提
案
さ
れ
る
。

そ
の
他
、
医
療
保
護
と
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
協
力
的
保
護
計
画

の
策
定
と
そ
の
追
跡
、
主
席
上
級
医
師
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
対
す
る

責
任
負
担
、
決
定
前
の
検
察
官
の
意
見
陳
述
と
決
定
に
対
す
る
上
訴
、

開
放
的
保
護
の
終
了
と
閉
鎖
的
保
護
再
開
の
請
求
権
を
検
察
官
に
与

（
川
叫
）

え
る
、
等
の
提
案
も
含
ま
れ
て
い
る
。

政
府
提
案
（
司
g
u
N
c
o
d
s
泊
。
）
は
、
概
ね
強
制
的
精
神
医
学

委
員
会
の
上
記
の
答
申
に
沿
っ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
主
と
し
て

改
正
法
律
案
の
三
条
の
二
な
い
し
五
及
び
二
ハ
条
の
二
な
い
し
三
に

（
必
）

そ
の
内
容
が
取
込
ま
れ
て
い
る
。
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ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
及
び
コ
ミ
ュ
l
ン
の
責
任

政
府
提
案
（
甲
。
司
N
C
C吋
＼O∞
泊
。
）
の
新
し
さ
は
、
こ
の
法
律
案

の
内
容
を
実
際
に
効
果
的
に
実
現
す
る
た
め
に
、
中
央
精
神
医
学
協

力
体
（Z
巳
Z
5

＝
唱
者E
巳
巳
留
目
。
邑
ロ
E
m）
の
答
申
に
基
づ
い
て
、

ラ
ン
ヅ
テ
ィ
ン
グ
及
び
コ
ミ
ュ
l

ン
の
責
任
を
明
確
に
し
た
こ
と
に

（
幻
）

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
央
協
力
体
（Z
己
目
。
ロo
z
g
目
。

E
E

ロ
肉
）

は
、
こ
れ
ま
で
の
専
門
家
に
よ
る
調
査
会
（
5
5

弘
巳
口
問
）
又
は
審

議
会
長
。
5
5

吉
か
）
と
は
異
な
り
、
政
府
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ブ
に

よ
っ
て
特
定
の
問
題
（
例
え
ば
薬
物
対
策
）
に
つ
い
て
総
合
的
に
検

（
必
）

討
す
る
協
議
体
で
あ
る
。

中
央
精
神
医
学
協
力
体
は
、
一
九
九
三
年
九
月
一
一
日
の
外
務
大

臣
暗
殺
と
同
年
発
生
し
た
精
神
障
害
者
に
よ
る
深
刻
か
つ
不
幸
な
事

件
を
契
機
に
政
府
の
指
示
で
発
足
し
た
も
の
で
、
精
神
障
害
者
問
題

B 
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を
含
む
社
会
的
問
題
を
包
括
的
に
検
討
し
て
い
る
。
答
申
は
、
七

O

O
頁
を
超
す
大
部
な
も
の
で
、
①
問
題
の
背
景
と
し
て
、
精
神
的
不

健
康
の
多
様
性
、
脱
施
設
化
及
び
精
神
医
学
改
革
の
順
で
精
神
医
学

の
歴
史
的
変
化
を
追
い
、
②
精
神
的
機
能
障
害
者
の
生
活
状
況
と
し

て
、
経
済
的
状
況
、
就
労
状
況
、
居
住
状
況
、
犯
罪
傾
向
等
を
分
析

し
、
③
国
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
、
④
保
護
、
介
助
及
び
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
、
そ
の
五
要
因
（
政
治
的
決
定
、
経
済
資
源
、
組
織
と
管
理
、

知
識
及
び
人
材
）
を
あ
げ
て
、
保
護
と
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
述
べ
、

⑤
居
住
条
件
、
⑥
就
労
等
社
会
復
帰
、
⑦
精
神
的
機
能
障
害
者
、
⑧

児
童
及
び
少
年
、
⑨
L
P
T

、

L
R
V

及
び
L
V
M

、
⑩
人
材
開
発
、

⑪
研
究
開
発
、
⑫
国
家
戦
略
、
⑬
市
民
運
動
、
⑭
責
任
機
関
（
者
）
、

⑮
秘
密
と
個
人
情
報
、
⑮
業
務
の
追
跡
と
統
計
、
及
び
⑫
提
案
の
産

出
す
成
果
に
つ
い
て
検
討
、
報
告
し
て
い
る
。
提
案
さ
れ
て
い
る
法

律
の
改
正
は
、
秘
密
法
、
H
L
S

、

L
P
T

及
び
機
能
障
害
者
へ
の

補
償
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
の
改
正
と
精
神
的
機
能
障
害
者
の
行

動
支
援
法
の
制
定
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
地
域
、
即
ち
ラ
ン
ヅ
テ
イ

ン
グ
及
、
び
コ
ミ
ュl
ン
の
医
療
に
対
す
る
責
任
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

L
P
T

の
一
部
改
正
は
、
精
神
障
害
者
に
関
す
る
個
人
情
報
を
秘
密

法
の
制
限
禁
止
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
主
席
上
級
医
師
が
社
会
サ
l

ピ

（
臼
）

ス
等
の
関
係
機
関
に
提
供
で
き
る
と
い
う
規
定
の
追
加
で
あ
る
。
こ

の
答
申
で
は
、
犯
罪
性
精
神
障
害
者
の
問
題
は
、
精
神
医
学
的
強
制

保
護
に
関
す
る
問
題
の
中
に
間
接
的
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

（
日
）

あ
る
が
、
精
神
障
害
犯
罪
者
対
策
を
地
域
の
問
題
と
し
て
他
の
社
会

的
問
題
に
含
め
て
処
理
す
る
姿
勢
が
と
ら
れ
て
い
る
。

医
療
保
護
施
設
で
の
保
護
（
治
療
）
の
後
に
退
院
後
の
良
好
な
開

放
的
保
護
が
続
か
な
い
限
り
、
保
護
の
た
め
の
投
資
は
患
者
に
と
っ

て
も
社
会
に
と
っ
て
も
無
駄
な
も
の
に
な
る
。
良
好
な
開
放
的
精
神

医
学
的
保
護
、
住
居
を
伴
う
秩
序
だ
っ
た
社
会
的
状
況
、
日
常
の
介

護
及
び
就
労
は
法
精
神
医
学
的
保
護
か
ら
登
録
解
除
さ
れ
た
者
す
べ

て
に
当
然
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
様
々
な
理

(M
) 

由
で
現
状
は
そ
の
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
中
央
精
神
医
学
協
力

（
弱
）

体
は
、
自
ら
提
出
し
た
部
分
答
申
の
提
案
内
容
を
下
記
の
よ
う
に
要

（
四
四
）

約
し
て
い
る
。

部
分
答
申
の
提
案
は
、
刑
法
上
の
要
件
、
矯
正
保
護
領
域
及
び
国

家
施
設
庁
の
施
設
等
の
収
容
者
に
対
す
る
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め

の
医
療
保
護
施
設
の
運
営
主
体
の
責
任
、
及
び
法
精
神
医
学
の
責
任

領
域
を
拡
大
す
る
必
要
性
に
触
れ
て
い
る
。
部
分
答
申
に
お
い
て
、

法
精
神
医
学
が
外
向
的
攻
撃
行
動
を
も
っ
人
間
の
特
定
、
危
険
判
断

及
び
引
致
に
関
す
る
権
限
の
中
核
に
な
る
べ
き
こ
と
並
び
に
各
保
護

施
設
及
び
開
放
的
保
護
担
当
機
関
は
、
危
機
的
な
状
況
に
対
処
す
べ

き
方
法
の
計
画
を
作
成
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

更
に
、
部
分
答
申
に
は
、
患
者
が
登
録
解
除
さ
れ
た
後
「
荒
れ
野
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10) 

（E
m
oロ5
8
ω
E
ロ
円
四
）
」
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
患
者

の
登
録
解
除
と
結
合
し
て
法
精
神
医
学
の
立
場
か
ら
の
引
致
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
中
央
精
神
医
学
協
力
体
は
、
コ
ミ

ュ
l

ン
の
役
割
を
際
立
た
せ
、
外
泊
及
び
特
別
条
件
付
開
放
的
保
護

と
結
合
し
た
コ
ミ
ュ
l

ン
の
責
任
を
強
調
す
る
。
最
後
に
、
法
精
神

医
学
的
調
査
、
法
精
神
医
学
的
保
護
及
び
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に

対
す
る
国
の
共
通
財
政
の
た
め
の
共
同
公
務
所
（
共
同
事
務
局
）
を

伴
う
中
央
の
協
力
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
。

法学研究 81 巻 10 号（2008

こ
の
よ
う
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
精
神
障
害
犯
罪
者
対
策
は
、
閉

鎖
的
保
護
を
基
本
と
す
る
法
精
神
医
学
的
保
護
の
体
制
か
ら
、
法
精

（
幻
）

神
医
学
的
保
護
と
法
精
神
医
学
的
調
査
の
関
連
を
保
ち
、
更
に
、
閉

鎖
的
保
護
か
ら
開
放
的
保
護
へ
の
移
行
を
地
域
の
役
割
を
明
確
に
し

て
実
の
あ
る
も
の
に
し
、
対
象
者
の
社
会
復
帰
を
図
り
つ
つ
再
犯
の

（
関
）

防
止
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

今
回
の
改
正
は
、
形
を
変
え
、
内
容
を
実
質
的
な
も
の
と
し
て
、

刑
法
上
の
制
裁
で
は
な
く
制
裁
の
執
行
形
態
と
し
て
、
か
つ
て
存
在

し
た
制
裁
の
ひ
と
つ
、
開
放
的
精
神
医
学
的
保
護
を
復
活
し
た
も
の

と
み
て
よ
い
と
思
う
。

し
か
し
、
か
つ
て
と
は
異
な
り
、
精
神
障
害
に
対
す
る
最
近
の
知

識
の
増
大
、
治
療
方
針
の
根
幹
的
な
変
化
、
施
設
保
護
か
ら
地
域
保

護
へ
の
転
換
、
患
者
の
人
権
と
自
己
決
定
権
の
重
視
、
再
犯
危
険
性

の
判
断
と
危
険
性
へ
の
対
処
等
、
制
裁
の
実
質
的
内
容
を
充
実
し
て
、

こ
の
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
取
れ
る
。

我
が
国
で
は
、
平
成
一
五
年
の
「
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な

他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
」
の
制

定
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
の
い

わ
ば
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
l

ト
が
不
充
分
な
が
ら
成
立
し
た
と
い
い
得
る
。

こ
れ
と
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
と
を
併

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
L
P
T

及
び
L
R
V

と
の
対

応
関
係
が
形
式
的
に
成
立
す
る
。
し
か
し
、
日
本
に
は
L
R
P
U

に

対
応
す
る
法
律
が
存
在
し
な
い
。
日
本
の
精
神
鑑
定
は
、
個
別
的
に

（
印
）

行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
組
織
的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
法
医
学
庁
に
相
当
す
る
官
庁
は
存
在
し
な
い
。

社
会
的
な
現
象
と
し
て
は
、
秋
葉
原
そ
の
他
の
場
所
で
発
生
し
た

無
差
別
殺
傷
事
件
が
我
々
の
耳
目
を
奪
っ
て
い
る
。
同
様
な
現
象
は
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
件
に
触
発
さ
れ
て
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
法
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
十
分
に
あ
り

得
る
こ
と
で
あ
る
。
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本
稿
が
改
正
法
の
拙
訳
と
と
も
に
日
本
の
問
題
を
考
え
る
上
で
何

ほ
ど
か
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

スウェーデン法精神医学的保護に関する法律の改正

（l
）
慶
麿
の
法
律
学
刑
事
法
｜
｜
慶
鷹
義
塾
創
立
一
五

O
年
記

念
法
学
部
論
文
集
、
平
成
二
O
年
、
慶
麿
義
塾
大
学
法
学
部
、
八
五

頁
以
下
。

（2
）
Z
可
〈
骨
色
。
円
B
E
。
B

品
。
ロ
匂
ω
三
己
主
立ω
w
m
w
言
動
H
M
m
ω
4
骨
品
。P

司
円
。
匂
N
。
。Jミ
。
∞
一
S
・g
・
。l
合
・
L
R
V

に
か
か
る
部
分
は
、
二
一
な

い
し
四
O
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（3
）
秘
密
法
の
改
正
を
議
会
は
承
認
せ
ず
、
杜
会
庁
に
引
続
き
検

討
が
委
ね
ら
れ
た

o
Z
M「
〈
昨
日2
S
E

。
B

号
ロ
宮
司
E
m
丹
江ω
w
m

寸
司
皆
同
問

ω
4
皆
1品
。
ロ
・
N
。
。
斗
＼
。
∞

υ印
。
口
一5

・ω
ω
・ω
・
。
・

（4
）
M
M司
。
℃N
。
。
吋
＼
。
∞
一
寸

0
・ω
ω
－H
同
・

（5
）
円
m
m
（
忌
記
一H
H
N∞
）
。
呂
田
】
者
E
m
丹
江ω
W
片
品
口
問
看
町
内
回
・
坂
田
、

「
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
」
、
法
研
七
六
巻
五
号
、
平

成
一
五
年
、
八
五
頁
以
下
。

（6
）
F
m
w
m
（H
S
T
ロ
沼
）
。
百
円
曽Z宮
w
w
E
E
ω｝
内
乱
邑
・
坂
田
、
ス

ウ
ェ
l

デ
ン
「
「
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
」
及
び
『
法

精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」
」
、
法
研
七
六
巻
九
号
、
平
成
一

五
年
、
六
七
頁
以
下
。

（7
）
主
席
上
級
医
師
は
、
「
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
管
理

業
務
に
責
任
を
負
う
、
一
般
精
神
医
学
、
児
童
及
び
青
年
精
神
医
学

並
び
に
法
精
神
医
学
に
特
殊
資
格
を
も
っ
医
師
。
担
当
部
局
の
長
が

右
の
資
格
を
も
た
な
い
場
合
、
上
記
の
業
務
は
特
任
の
主
席
上
級
医

師
に
よ
り
遂
行
さ
れ
る
。
」
（m
c
ω司
印
N
。
。
。
一HN・
N
m）
主
席
上
級
医
師

の
責
任
に
関
し
て
は
、

H
S
L

二
九
条
二
項
に
下
記
の
規
定
が
あ
る
。

「
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
管
理
業
務
の
責
任
は
、
特
殊

資
格
を
有
す
る
医
師
（
主
席
上
級
医
師
）
が
こ
れ
を
負
う
。
業
務

責
任
者
が
右
の
資
格
を
有
す
る
医
師
で
な
い
場
合
に
は
、
特
任
の

主
席
上
級
医
師
が
こ
れ
を
負
う
。

（8
）
刑
法
一
一
二
章
三
条
二
項
「
罪
が
深
刻
な
精
神
障
害
の
影
響
下

に
犯
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
そ
の
精
神
障
害
の
結
果
そ
の
者
が

深
刻
な
犯
罪
を
再
度
実
行
す
る
危
険
が
存
す
る
と
き
、
法
精
神
医
学

的
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
一
一
九
号
）
に
よ

り
、
特
別
解
除
事
由
審
理
が
行
わ
れ
る
べ
き
旨
決
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
」

こ
の
規
定
を
受
け
て
、
L
R
V

一
六
条
は
、

特
別
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
刑
法
第
二
二
章
第
一
二
条
に
よ
る

法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に
関
し
て
は
、
保
護
は
下

記
の
時
期
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
特
別
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
決
定
を
導
い
た
精
神
障
害
の

結
果
に
て
ら
し
、
患
者
に
も
は
や
重
大
な
罪
の
再
犯
を
行
う
危

険
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
及
び

二
、
患
者
の
精
神
状
態
及
び
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
に
て
ら
し
て
、

自
由
剥
脱
及
び
そ
の
他
の
強
制
と
結
合
し
て
い
る
法
精
神
医
学

的
保
護
の
た
め
の
医
療
保
護
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
が
不
必
要
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スウェーデン法精神医学的保護に関する法律の改正

（
幻
）
以
下
本
法
の
各
規
定
の
紹
介
は
、
リ
ラ
ン
ダ
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著
書
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記
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制
定
当

時
の
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文
に
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。
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の
邦
訳
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蕨
岡
小
太
郎
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訳
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病

患
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入
院
に
関
す
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
の
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律
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下
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デ
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社
会
研
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月
報
、
七
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号
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、
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五
一
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所
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れ
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よ

う
に
な
る
。
∞
。
口
信
宏
一
。h
p・
a

・8
？
同
M
g℃
S
S

＼
白
一
切
∞
・
ω
・

8
・

F
E
σ
2
m－F
m
g
（
円
。
己
）
一
∞
認
ロ

ω
W吋
飢
えω
。
ω
M
L
巳
州
民
江
・
ω
Z
円
四gS
2
2
’

m
件
戸H
F
Fロ
ロ
門
F
N。
。
。
・
ω
・
］
戸
。
。
・

Z
l
同
色
一
裁
判
所
が
犯
罪
の
制
裁
と
し
て
法
精
神
医
学
的
調
査
の
後

に
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
措
置
を
と
っ
た
者
。
（
F
m
H】
〈

H叶
m
N
ω同
・
）

。
l

同
色
一
精
神
病
の
結
果
他
人
の
個
人
的
安
全
を
害
す
る
犯
罪
を
し

た
が
、
起
訴
放
棄
さ
れ
た
者
（
即
ち
、
裁
判
所
が
審
理
し
て
い

な
い
者
）0
9
印
刷M〈
ロ

m
N
E
・
）

司
一Z
l
F
H
7拘
禁
刑
に
よ
り
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
問

に
又
は
矯
正
保
護
が
終
了
し
た
際
に
L
S
P
V

に
基
づ
き
閉
鎖

的
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
た
者
で
、
矯
正
保
護
施
設
に
一
民
さ

れ
な
い
者
。
（
戸
印
刷
同
〈
ロ

m
N
己
・
）

同M
I
F－
－
一
以
上
の
三
個
の
分
類
に
属
さ
な
い
者
。
（
戸
印
刷

M〈
口
m
H
巳
・
）

こ
れ
を
L
S
P
V

一
七
条
二
項
の
本
文
と
す
り
あ
わ
せ
る
と
、
下

記
の
よ
う
に
な
る
。

（
）
内
の
注
記
は
筆
者
の
も
の
。

「
登
録
解
除
委
員
会
は
、
裁
判
所
の
命
令
に
基
づ
い
て
収
容
さ
れ

て
い
る
者
（
Z
I
F
－
－
）
も
し
く
は
精
神
的
疾
病
e
a
w
z
w＆
巳
丘
。
自
）

の
影
響
下
に
他
人
の
安
全
に
対
す
る
罪
を
犯
し
、
か
つ
公
訴
が
提
起

さ
れ
な
か
っ
た
者
（
。
l

皆
与
又
は
罪
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
矯
正

保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
て
、
施
設
保
護
期
間
中
も
し
く
は
保
護

期
間
の
終
了
と
と
も
に
本
法
に
よ
る
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
た

め
に
収
容
さ
れ
、
元
の
施
設
に
戻
す
べ
き
で
な
い
者
（
司Z
l
F
ロ
）
の
、

第
一
六
条
に
よ
る
登
録
解
除
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
」

こ
れ
ら
の
う
ち
。
l
p
ロ
の
患
者
に
は
、
長
期
間
医
療
保
護
施
設
に

収
容
さ
れ
て
い
る
者
が
多
く
、
L
R
V

に
よ
る
患
者
と
と
も
に
強
制

的
（
法
）
精
神
医
学
的
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

（
幻
）
原
語
は
え
青
島
吋g
E
m
g、
こ
れ
に
よ
り
医
師
が
閉
鎖
的
保
護

不
要
と
診
断
す
れ
ば
、
患
者
は
退
院
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
同
様
な
罪

で
矯
正
保
護
施
設
に
刑
期
を
定
め
て
収
容
さ
れ
た
者
と
の
問
に
収
容

期
間
の
差
が
生
じ
る
。
因
果
関
係
の
問
題
は
残
る
が
、
ベ
ル
フ
ラ
l

ゲ
（
国
g
E
W

回
己
同B
m
o
）
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
と
拘
禁
の
一
百

渡
の
統
計
を
調
べ
、
一
九
九
一
年
の
改
正
を
境
に
殺
人
事
件
に
お
け

る
制
裁
中
、
拘
禁
と
法
精
神
医
学
的
保
護
の
比
率
が
逆
転
し
て
、
拘

禁
が
増
加
し
た
と
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
一
九
九
一
年
の
法
精
神
医

学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
は
、
社
会
防
衛
を
強
化
し
た
も
の
と
さ
れ
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（
印
）
少
年
保
護
事
件
に
お
け
る
少
年
の
鑑
別
及
び
家
庭
裁
判
所
調

査
官
の
調
査
が
日
本
に
お
け
る
組
織
的
精
神
鑑
定
及
び
判
決
前
調
査

で
あ
る
。
成
人
犯
罪
者
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
制
度
は
日
本
に
は
何

ひ
と
つ
存
在
し
な
い
。

（ω
）
注
（
初
）
及
び
注
（
却
）
に
掲
げ
た
資
料
を
参
照
。

参
考法

精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
一
一

九
号
・
二
O
O

八
年
法
律
第
四
二
ハ
号
と
し
て
再
公
布
・
三
O
O

八

(1
) 

年
九
月
一
日
施
行
）
試
訳

［
通
則
］

第
一
条
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律

第
一
一
二
八
号
）
に
掲
げ
る
場
合
以
外
に
お
け
る
、
自
由
剥
脱
及
び

そ
の
他
の
強
制
と
結
合
し
た
精
神
医
学
的
保
護
（
法
精
神
医
学
的
保

護
）
に
関
す
る
規
定
は
本
法
で
定
め
る
。

本
法
は
下
記
の
者
に
適
用
さ
れ
る
。

一
、
裁
判
所
の
決
定
の
後
に
法
精
神
医
学
的
保
護
に
付
さ
れ
る
べ

き
者
、

二
、
勾
留
さ
れ
、
拘
置
さ
れ
又
は
法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
収

容
さ
れ
て
い
る
者
、

三
、
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
か
、
又
は
送
致
さ
れ
る

べ
き
者
、
及
び

四
、
刑
法
第
三
二
章
第
五
条
に
よ
り
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
を

受
け
た
結
果
、
特
別
少
年
ホ
l

ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
か
又
は

送
致
さ
れ
る
べ
き
者
。
（
二
O
O
六
年
法
律
第
八
九
七
号
）

第
二
条
保
健
及
び
医
療
保
護
法
（
一
九
八
二
年
法
律
第
七
六
三
号
）

に
定
め
る
保
健
及
び
医
療
保
護
を
提
供
す
る
ラ
ン
ヅ
テ
イ
ン
グ
の
義

務
は
法
精
神
医
学
的
保
護
に
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。

本
法
に
お
い
て
ラ
ン
ヅ
テ
イ
ン
グ
に
つ
い
て
定
め
る
事
項
は
、
ラ

ン
ヅ
テ
イ
ン
グ
に
属
さ
な
い
コ
ミ
ュ
l

ン
に
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。

本
法
に
お
い
て
主
席
上
級
医
師
は
、
患
者
が
登
録
さ
れ
て
い
る
医

療
保
護
施
設
の
主
席
上
級
医
師
を
意
味
す
る
。
（
二
O
O

八
年
法
律

第
四
二
ハ
号
）

第
二
条
の
二
本
法
に
よ
る
保
護
の
際
の
強
制
措
置
は
、
右
の
措
置
の

目
的
と
合
理
的
な
均
衡
の
取
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
こ
れ

を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
介
入
程
度
の
低
い
措
置
で
十
分
な
場
合

に
は
、
そ
の
措
置
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

強
制
は
で
き
る
だ
け
控
え
め
に
、
か
っ
、
患
者
に
最
大
限
の
配
慮

を
し
て
、
こ
れ
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
0
0
0

年
法

律
第
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）

第
二
条
の
三
保
護
の
実
施
を
目
的
と
す
る
強
制
措
置
は
、
そ
の
個
人

に
ふ
さ
わ
し
い
情
報
提
供
に
よ
っ
て
も
、
患
者
が
任
意
に
保
護
に
協

力
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
の
み
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
で

き
る
。
右
の
諸
措
置
は
、
患
者
に
協
力
を
さ
せ
る
の
に
必
要
な
範
囲
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を
越
え
て
こ
れ
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
（
二
O
O
O

年
法
律
第
三

五
四
号
に
よ
り
新
設
）

スウェーデン法精神医学的保護に関する法律の改正

［
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
決
定
］

第
三
条
法
精
神
医
学
的
保
護
に
委
託
す
る
裁
判
所
の
決
定
に
関
す
る

規
定
は
、
刑
法
第
コ
二
章
第
三
条
に
定
め
る
。

第
一
項
に
掲
げ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
は
、
ま
ず
閉
鎖
的
法
精
神

医
学
的
保
護
と
し
て
提
供
さ
れ
、
又
は
右
の
保
護
の
後
に
開
放
的
法

精
神
医
学
的
保
護
と
し
て
提
供
さ
れ
る
。
患
者
が
医
療
保
護
施
設
に

収
容
さ
れ
て
い
る
と
き
に
提
供
さ
れ
る
保
護
を
閉
鎖
的
法
精
神
医
学

的
保
護
と
称
す
る
。
本
法
に
よ
る
そ
れ
以
外
の
保
護
を
開
放
的
法
精

神
医
学
的
保
護
と
称
す
る
。
（
二
O
O

八
年
法
律
第
四
二
ハ
号
）

第
三
条
の
ニ
刑
法
第
二
一
一
章
第
三
条
に
よ
り
特
別
解
除
事
由
審
理
の

決
定
を
伴
わ
な
い
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
者
は
、
下
記
の
場

合
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
深
刻
な
精
神
障
害
に
催
っ
て
い
る
場
合
、
及
び

一
一
、
そ
の
精
神
状
態
及
び
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
に
基
づ
き
、
必
要

な
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
た
め
の
特
別
な
条
件
を
道
守
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
。

第
一
項
に
よ
る
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
患
者
は
、

そ
の
精
神
状
態
及
び
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
が
医
療
保
護
施
設
外
で

は
法
精
神
医
学
的
保
護
の
必
要
性
を
充
足
で
き
な
い
ほ
ど
に
変
化
し

た
場
合
、
再
度
閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
（
二O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
三
条
の
三
刑
法
第
二
二
章
第
三
条
に
よ
り
特
別
解
除
事
由
審
理
の

決
定
を
伴
う
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
者
は
、
下
記
の
場
合
開

放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
引
続
き
精
神
障
害
に
擢
っ
て
い
る
場
合
、

三
、
自
由
剥
脱
及
び
そ
の
他
の
強
制
と
結
合
し
た
専
門
的
精
神
医
学

的
終
日
保
護
の
た
め
の
医
療
保
護
施
設
に
収
容
す
る
必
要
が
な
く

な
っ
た
場
合
、
及
び

三
、
そ
の
精
神
状
態
、
個
人
的
状
況
又
は
深
刻
な
性
質
を
持
つ
犯
罪

の
再
犯
の
危
険
に
基
づ
き
、
必
要
な
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る

た
め
の
特
別
な
条
件
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

第
一
項
に
基
づ
き
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
患

者
は
、
下
記
の
場
合
再
度
閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
深
刻
な
性
質
を
持
つ
犯
罪
の
再
犯
の
危
険
に
基
づ
き
、
医
療
保

護
施
設
に
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
及
び

二
、
そ
の
精
神
状
態
及
び
個
人
的
状
況
が
医
療
保
護
施
設
外
で
は
法

精
神
医
学
的
保
護
の
必
要
性
が
充
足
さ
れ
得
な
い
程
度
に
変
化
し

た
場
合
。
（
二
O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
三
条
の
四
主
席
上
級
医
師
は
、
下
記
の
場
合
、
第
三
条
の
二
第
一

項
に
従
う
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
患
者
が
再
び

閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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一
、
第
三
条
の
二
第
二
項
に
示
す
要
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
、
及
び

二
、
患
者
本
人
又
は
他
の
者
の
健
康
又
は
個
人
的
安
全
へ
の
危
険
に

て
ら
し
て
、
継
続
保
護
に
関
す
る
裁
判
所
の
決
定
を
待
つ
余
裕
が

な
い
場
合
。

主
席
上
級
医
師
が
閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
継
続
す
べ
き
で

あ
る
と
解
す
る
場
合
、
右
の
決
定
か
ら
四
日
以
内
に
、
右
の
保
護
の

承
認
を
州
裁
判
所
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項
に
よ
る
申
請
が
州
裁
判
所
に
届
い
た
場
合
、
閉
鎖
的
法
精

神
医
学
的
保
護
は
、
州
裁
判
所
の
決
定
を
待
つ
間
こ
れ
を
継
続
で
き

る
。州

裁
判
所
が
閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的
保
護
の
継
続
を
承
認
し
た
場

合
、
州
裁
判
所
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
決
定
を
言
渡
し
た
日
か
ら
数

え
て
最
高
六
月
間
右
の
保
護
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時

間
を
超
え
る
法
精
神
医
学
的
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
一
二
条

の
二
に
よ
る
継
続
的
保
護
の
際
と
同
じ
規
定
を
適
用
す
る
。

主
席
上
級
医
師
が
第
二
項
に
基
づ
い
て
継
続
的
閉
鎖
的
法
精
神
医

学
的
保
護
に
つ
い
て
申
請
し
な
い
場
合
又
は
裁
判
所
が
首
席
上
級
医

師
の
申
請
を
棄
却
し
た
場
合
、
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す

る
以
前
の
決
定
が
存
続
す
る
。
（
三
O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
三
条
の
五
第
三
条
の
三
第
一
項
に
よ
る
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保

護
を
受
け
て
い
る
患
者
に
対
し
て
、
主
席
上
級
医
師
は
、
下
記
の
場

合
閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
与
え
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
、
第
三
条
の
三
第
二
項
に
示
す
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
場
合
、

及
び

二
、
患
者
又
は
他
の
者
の
健
康
又
は
個
人
的
安
全
に
対
す
る
危
険
に

て
ら
し
て
、
保
護
の
継
続
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
決
定
を
待
つ
余

裕
の
な
い
場
合
。

主
席
上
級
医
師
は
、
決
定
の
日
か
ら
四
日
以
内
に
第
二
ハ
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
州
裁
判
所
に
届
出
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
四
条
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る
者

は
、
下
記
の
場
合
に
こ
れ
を
法
精
神
医
学
的
保
護
に
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
、
そ
の
者
が
深
刻
な
精
神
障
害
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
、

二
、
そ
の
者
が
そ
の
精
神
状
態
及
び
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
に
て
ら

し
て
、
医
療
保
護
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
得

る
精
神
医
学
的
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
、
及
び

一
二
、
そ
の
者
が
右
の
保
護
に
反
対
し
、
又
は
そ
の
精
神
状
態
の
結
果

本
人
の
同
意
に
よ
っ
て
は
保
護
を
提
供
で
き
な
い
と
仮
定
で
き
る

根
拠
あ
る
事
由
が
存
す
る
こ
と
。

精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一

一
二
八
号
）
に
従
い
保
護
を
受
け
て
い
る
者
が
勾
留
さ
れ
、
拘
置
さ

れ
、
法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
収
容
さ
れ
、
又
は
矯
正
保
護
施
設

に
収
容
も
し
く
は
移
送
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
精
神
医
学
的
強
制

保
護
の
決
定
は
、
こ
れ
を
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
決
定
と
解

72 



スウェーデン法精神医学的保護に関する法律の改正

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二O
O
O

年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
五
条
第
四
条
第
一
項
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
収
容

に
関
す
る
決
定
は
、
第
六
条
に
掲
げ
る
医
療
保
護
施
設
又
は
病
棟
の

主
席
上
級
医
師
が
こ
れ
を
行
う
。
右
の
決
定
の
た
め
に
は
、
他
の
医

師
に
よ
る
保
護
診
断
書
の
発
行
が
必
要
で
あ
る
。
保
護
診
断
書
、
保

護
診
断
の
た
め
の
診
察
並
び
に
束
縛
、
隔
離
及
び
処
遇
に
関
し
て
は
、

精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一

二
八
号
）
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
の
二
及
び
第
六
条
の
三
第
一

項
第
二
文
の
規
定
の
適
用
可
能
な
部
分
を
適
用
す
る
。

第
四
条
第
一
項
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
収
容
の
問

題
は
、
患
者
の
診
察
の
後
迅
速
に
こ
れ
を
処
理
し
な
く
て
は
な
ら
な

裁
判
所
が
法
精
神
医
学
的
調
査
の
決
定
を
行
い
、
被
疑
者
が
調
査

病
棟
に
収
容
さ
れ
た
場
合
に
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定
の
た

め
の
保
護
診
断
書
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
勾
留
さ
れ
、
拘
置
さ
れ
又

は
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
も
し
く
は
送
致
さ
れ
る
べ
き
者
、
刑
法
第

三
二
章
第
五
条
に
よ
り
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
を
受
け
た
結
果
特

別
少
年
ホ
l

ム
に
収
容
又
は
送
致
さ
れ
る
べ
き
者
及
び
第
六
条
第
一

項
に
掲
げ
る
医
療
保
護
施
設
に
任
意
的
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
に

同
行
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
（
二O
O

六
年
法
律
第

八
九
七
号
）

［
保
護
に
関
す
る
通
則
］

第
六
条
法
精
神
医
学
的
保
護
は
ラ
ン
ヅ
テ
イ
ン
グ
コ
ミ
ュ

l

ン
の
運

営
す
る
医
療
保
護
施
設
に
お
い
て
こ
れ
を
提
供
す
る
。
開
放
的
法
精

神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
者
は
、
右
の
医
療
保
護
施
設
外
に
滞
在
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

法
精
神
医
学
的
保
護
に
お
い
て
は
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す

る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
一
一
八
号
）
第
一
五
条
の
三
な
い

し
第
一
七
条
の
規
定
の
適
用
可
能
な
部
分
を
適
用
す
る
。

法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
お
い
て
は
、
調
査
を
受
け
る
者
に
対

す
る
法
精
神
医
学
的
保
護
が
提
供
さ
れ
る
。
（
二O
O

六
年
法
律
第

二
四
八
号
）
（
二O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
七
条
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
は
、
右

の
保
護
に
関
す
る
裁
判
所
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
に
遅
滞
な
く
こ

れ
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
象
者
が
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
右
の
保
護
は
、
対
象
者

及
び
検
察
官
が
こ
れ
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
当
該
決
定

が
確
定
し
な
い
場
合
に
も
こ
れ
を
開
始
す
る
も
の
と
す
る
。
法
精
神

医
学
的
保
護
の
要
件
に
関
わ
る
場
合
を
除
き
、
拘
置
さ
れ
て
い
る
者

に
対
し
て
は
、
拘
置
に
か
か
る
決
定
が
効
力
を
有
す
る
限
り
法
精
神

医
学
的
保
護
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

［
閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的
保
護
］

第
八
条
本
法
に
よ
る
閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的
保
護
に
お
い
て
は
、
精

神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
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八
号
）
第
一
八
条
な
い
し
第
二
四
条
の
規
定
の
適
用
可
能
な
部
分
を

適
用
す
る
。

勾
留
さ
れ
、
拘
置
さ
れ
又
は
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
も
し
く

は
送
致
さ
れ
る
べ
き
者
に
関
し
て
、
矯
正
保
護
は
、
特
別
な
場
合
、

秩
序
及
び
保
安
の
観
点
か
ら
必
要
な
ら
ば
、
送
付
物
を
受
領
し
又
は

発
送
す
る
権
利
、
面
会
を
受
け
る
権
利
及
び
外
部
の
者
と
電
話
す
る

権
利
を
特
別
に
制
限
す
る
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
刑
法
第
二
一

二
章
第
五
条
に
よ
り
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
を
受
け
た
結
果
特
別

少
年
ホ
l

ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
か
又
は
送
致
さ
れ
る
べ
き
者
に
関

し
て
は
、
国
営
施
設
庁
が
こ
れ
に
対
応
す
る
決
定
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
勾
留
又
は
拘
置
等
を
受
け
て
い
る
者
の
処
遇
に
関
す
る
法
律

（
一
九
七
六
年
法
律
第
三
七
一
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
文
に
掲
げ

る
拘
置
又
は
勾
留
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
の
書
簡
、
施
設
内
矯
正
保
護

に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
四
年
法
律
第
二
O
三
号
）
第
二
五
条
第
一

項
第
一
文
に
定
め
る
受
刑
者
か
ら
の
書
簡
及
び
少
年
の
保
護
に
関
す

る
特
別
規
定
（
一
九
九
O
年
法
律
第
五
二
号
）
第
一
九
条
第
二
項
に

掲
げ
る
書
簡
は
、
常
に
事
前
の
検
閲
な
し
に
こ
れ
を
送
出
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

裁
判
所
の
決
定
の
後
に
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
又

は
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
関
し
て
、
政
府
は
、
特

別
な
場
合
に
、
国
の
安
全
に
て
ら
し
て
又
は
右
の
者
が
医
療
保
護
施

設
に
滞
在
し
て
い
る
聞
に
テ
ロ
リ
ス
ト
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
法
律

（
三O
O

三
年
法
律
第
一
四
八
号
）
第
二
条
に
よ
る
テ
ロ
リ
ス
ト
犯

罪
に
共
同
加
功
す
る
危
険
に
て
ら
し
て
必
要
な
ら
ば
、
送
付
物
を
受

領
し
又
は
発
送
す
る
権
利
、
面
会
を
受
け
る
権
利
又
は
外
部
の
者
と

電
話
す
る
権
利
を
特
別
に
制
限
す
る
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
二O
O

六
年
法
律
第
八
九
七
号
）
（
二
O
O

八
年
法
律
第
四
一
六

号
）

第
九
条
主
席
上
級
医
師
は
、
特
別
解
除
事
由
審
理
の
決
定
を
伴
わ
な

い
、
刑
法
第
三
一
章
第
三
条
に
従
っ
た
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け

て
い
る
患
者
に
対
し
て
、
保
護
期
間
中
の
一
定
期
間
医
療
保
護
施
設

区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
許
可
は

一
定
の
機
会
又
は
機
会
ご
と
に
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
許

可
は
保
護
計
画
と
一
致
す
る
と
い
う
前
提
で
の
み
こ
れ
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

医
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
に
は
、
精
神
医
学
的
強

制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
八
号
）
第
二

六
条
第
三
項
に
一
不
す
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

主
席
上
級
医
師
は
、
状
況
に
よ
り
必
要
な
場
合
、
第
一
項
に
定
め

る
許
可
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
0
0
0

年
法
律
第
三
五
四

号
）
（
二O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
十
条
特
別
解
除
事
由
審
理
の
決
定
を
伴
う
刑
法
第
二
二
章
第
三
条

に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に
関
し
て
、
保
護
期

間
中
の
一
定
期
間
医
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
問
題

は
、
主
席
上
級
医
師
又
は
患
者
の
申
請
の
後
に
州
裁
判
所
が
こ
れ
を

審
理
す
る
。
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州
裁
判
所
は
自
ら
の
審
理
に
際
し
て
、
特
別
解
除
事
由
審
理
の
決

定
を
導
い
た
罪
の
種
類
、
再
犯
の
危
険
性
及
び
患
者
の
受
け
て
い
る

保
護
及
び
処
遇
の
効
果
に
特
に
注
意
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

右
の
許
可
は
特
定
の
機
会
に
又
は
反
復
さ
れ
る
機
会
ご
と
に
こ
れ
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
許
可
は
、
保
護
計
画
と
一
致
す
る
と
い
う

前
提
で
の
み
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

医
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
に
は
、
精
神
医
学
的
強

制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
八
号
）
第
二

六
条
第
三
項
に
示
す
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

州
裁
判
所
は
、
主
席
上
級
医
師
の
申
請
の
後
に
右
の
医
師
に
特
定

の
患
者
に
関
し
て
第
一
項
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
限
を

委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
州
裁
判
所
は

こ
の
決
定
権
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
状
況
か
ら
必
要
が
あ
る
場

合
、
主
席
上
級
医
師
は
、
医
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可

を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
二O
O
O

年
法
律
第
三
一
五
四
号
）
（
二

0
0

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
十
条
の
ニ
特
別
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
刑
法
第
一
一
一
一
章
第
三
条

に
よ
る
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定
の
後
に
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受

け
て
い
る
者
に
関
し
て
、
主
席
上
級
医
師
は
、
州
裁
判
所
が
そ
れ
を

承
認
し
た
場
合
に
の
み
、
患
者
に
対
し
て
医
療
施
設
区
域
内
に
限
り

保
護
区
画
か
ら
の
単
独
外
出
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
に
定
め
る
承
認
を
求
め
る
主
席
上
級
医
師
の
申
請
の
審
理

に
際
し
て
、
州
裁
判
所
は
、
特
別
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
決
定
を

も
た
ら
し
た
罪
の
種
類
、
再
犯
の
危
険
性
、
患
者
の
受
け
て
い
る
保

護
と
処
遇
の
効
果
及
び
医
療
保
護
施
設
の
保
安
状
況
に
特
に
注
意
を

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
承
認
は
当
分
の
間
又
は
期
間
を
特

定
し
て
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
状
況
に
よ
り
こ
れ
を
取

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

主
席
上
級
医
師
は
、
与
え
ら
れ
た
承
認
の
存
続
に
関
し
て
重
要
な

状
況
を
州
裁
判
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
一
九
九
五
年

法
律
第
七
三
一
八
号
に
よ
り
新
設
）
（
二0
0
0
年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
十
条
の
三
主
席
上
級
医
師
は
、
矯
正
保
護
又
は
国
営
施
設
庁
が
承

認
し
た
場
合
に
限
り
、
第
一
条
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る

法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
医
療
保
護
施
設
区

域
内
に
限
り
、
保
護
区
画
か
ら
の
単
独
外
出
の
許
可
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
主
席
上
級
医
師
は
、
与
え
ら
れ
た
承
認
の
存
続
に
関
し

て
重
要
な
状
況
を
矯
正
保
護
又
は
国
営
施
設
庁
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
（
二
O
O
O

年
法
律
第
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）
（
二
O

O
五
年
法
律
第
九
七
八
号
）

第
十
一
条
矯
正
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
又
は
刑
法
第
ゴ
三
章
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
の
結
果
特
別
少
年
ホ

ー
ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
法
精
神
医
学
的
保
護

を
受
け
て
い
る
者
は
、
保
護
期
間
中
の
一
定
期
間
医
療
保
護
施
設
区

域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
許
可
は
、
一

定
の
機
会
又
は
反
復
さ
れ
る
機
会
ご
と
に
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
右
の
許
可
は
保
護
計
画
と
一
致
す
る
と
い
う
前
提
で
の
み
こ
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10) 

れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
に
よ
る
許
可
に
は
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法

律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
一
一
八
号
）
第
二
六
条
第
三
項
の
規
定

に
示
す
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
二O
O

八
年
法
律
第
四
一

六
口
す
）

第
十
一
条
の
ニ
第
一
一
条
第
一
項
に
よ
る
許
可
の
問
題
は
、
主
席
上

級
医
師
又
は
患
者
の
申
請
の
後
に
、
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て

い
る
者
に
つ
い
て
は
矯
正
保
護
に
よ
り
、
特
別
少
年
ホ
l

ム
に
収
容

さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
国
営
施
設
庁
に
よ
り
、
ぞ
れ
そ
れ
審
理

さ
れ
る
。
右
の
申
請
が
患
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
主
席
上

級
医
師
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
療
保
護
施
設
区
域

外
に
滞
在
す
る
患
者
に
医
療
保
護
職
員
が
付
添
う
べ
き
と
き
で
あ
っ

て
も
、
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
0
0
0

年
法
律
第
三

五
四
号
に
よ
り
新
設
）
（
二O
O

五
年
法
律
第
九
七
八
号
）

第
十
一
条
の
三
乱
用
の
危
険
が
あ
り
得
な
い
場
合
、
拘
置
さ
れ
て
い

る
者
又
は
法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
及
び
法

精
神
医
学
的
調
査
を
受
け
て
い
る
者
は
、
重
い
疾
病
に
擢
っ
て
い
る

親
族
を
訪
問
す
る
た
め
、
親
族
の
葬
儀
に
出
席
す
る
た
め
又
は
そ
の

他
明
白
な
理
由
が
存
す
る
場
合
に
、
短
期
間
医
療
保
護
施
設
区
域
又

は
調
査
病
棟
区
域
の
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
与
え
ら
れ
る
。
医
療
保

護
施
設
区
域
又
は
調
査
病
棟
区
域
外
に
滞
在
す
る
問
、
拘
置
中
の
者

は
、
特
別
な
理
由
に
よ
り
不
必
要
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
監
視
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法学研究 81 巻 10 号（2008

第
一
項
に
よ
る
許
可
の
問
題
は
、
矯
正
保
護
が
こ
れ
を
審
理
す
る
。

決
定
に
は
、
患
者
が
監
視
を
受
け
る
べ
き
か
否
か
を
一
不
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
（
二
0
0
0

年
法
律
第
三
一
五
四
号
に
よ
り
新
設
）
（
二
O

O
五
年
法
律
第
九
七
八
号
）

第
十
一
条
の
四
（
二

O
O

五
年
法
律
第
九
七
八
号
に
よ
り
削
除
）

76 

［
特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
わ
ず
に
保
護
さ
れ
て
い
る
者
の
保
護

の
継
続
又
は
保
護
の
終
了
］

第
十
二
条
特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
わ
ず
に
刑
法
第
一
一
一
一
章
第
一
一
一
条

に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
者
の
法
精
神
医
学
的
保
護
は
、
裁
判
所
の

決
定
が
執
行
可
能
に
な
っ
た
日
か
ら
最
長
四
月
こ
れ
を
継
続
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
患
者
が
遅
れ
て
医
療
保
護
施
設
に
到
着
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
到
着
目
よ
り
期
間
を
計
算
す
る
。
（
二O
O

八
年
法
律
第

四
一
六
日
す
）

第
十
二
条
の
ニ
主
席
上
級
医
師
の
申
請
に
基
づ
き
、
州
裁
判
所
は
、

法
精
神
医
学
的
保
護
が
、
開
放
的
も
し
く
は
閉
鎖
的
形
式
で
又
は
第

一
二
条
に
一
不
す
長
期
を
超
え
て
継
続
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
右
の
申
請
に
は
、
保
護
が
閉
鎖
的
又
は
開
放
的
法
精
神
医

学
的
保
護
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
の
申
請
に
際
し
て
は
、
精
神
医
学
的
強

制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
一
一
八
号
）
第
七

条
四
項
及
び
第
七
条
の
二
を
適
用
す
る
。
同
条
で
開
放
的
精
神
医
学

的
強
制
保
護
は
、
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
と
読
み
か
え
る
。
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保
護
期
間
の
延
長
の
承
認
は
、
州
裁
判
所
が
問
題
の
決
定
を
言
渡

し
た
日
よ
り
数
え
て
、
一
回
に
つ
き
最
長
六
月
を
区
切
っ
て
こ
れ
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
決
定
の
際
、
裁
判
所
は
、

右
の
保
護
に
適
用
す
べ
き
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
よ
る
特
別

な
条
件
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
別
な
条
件
は
、
精
神
医
学

的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
六
条
第
三
項
に
示
す
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
、
こ
の
条
件
の
決
定
を
主
席
上
級
医
師

に
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
理
由
の
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
こ
の

決
定
権
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
の
延
長
に
関
す
る
申
請
に
は
、
協
力

的
保
護
計
画
の
追
跡
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
O
O

八

年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
十
三
条
主
席
上
級
医
師
は
、
特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
わ
な
い
刑

法
第
三
二
章
第
三
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
患

者
の
保
護
が
下
記
の
場
合
に
は
終
了
す
べ
き
旨
直
ち
に
決
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
患
者
が
も
は
や
深
刻
な
精
神
障
害
に
催
っ
て
い
な
い
場
合
、

一
一
、
患
者
の
精
神
状
態
又
は
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
に
て
ら
し
て
、

ァ
、
自
由
剥
脱
又
は
そ
の
他
の
強
制
と
結
合
し
た
精
神
医
学
的
保

護
の
た
め
の
医
療
保
護
施
設
に
収
容
す
る
必
要
が
も
は
や
存
在

し
な
い
場
合
、
又
は

イ
、
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
必
要
が
な
い
場
合
。

主
席
上
級
医
師
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
の
問
題
を
継
続

し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
O
O

八
年
法
律
第
四
一
六

号
）

第
十
四
条
第
二
一
条
の
二
に
よ
る
申
請
が
州
裁
判
所
に
到
着
し
た
場

合
、
法
精
神
医
学
的
保
護
は
州
裁
判
所
の
決
定
ま
で
こ
れ
を
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
保
護
が
継
続
す
る
場
合
、
保
護
は
法
精
神
医
学

的
保
護
の
最
後
の
決
定
に
定
め
ら
れ
た
形
式
で
こ
れ
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
が
申
請
を
棄
却
す
る
場
合
保
護
在
直
ち
に

終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
席
上
級
医
師
の
申
請
又
は
右
の
申

請
を
事
由
と
す
る
裁
判
所
の
承
認
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
を
終
了

す
る
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
患
者
が
他
の
医
療
保
護
施
設

に
移
送
さ
れ
る
場
合
に
も
継
続
し
て
効
力
を
有
す
る
。

法
精
神
医
学
的
保
護
の
有
効
な
決
定
の
た
め
の
期
間
が
経
過
す
る

以
前
に
、
継
続
的
保
護
の
承
認
に
か
か
る
申
請
が
州
裁
判
所
に
到
着

し
な
か
っ
た
場
合
、
法
精
神
医
学
的
保
護
は
終
了
す
る
。
（
二
O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

［
勾
留
さ
れ
て
い
る
者
等
の
保
護
の
終
了
］

第
十
五
条
第
四
条
に
よ
り
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に

つ
い
て
、
主
席
上
級
医
師
は
、
右
の
保
護
の
要
件
が
存
在
し
な
い
と

き
保
護
の
終
了
を
直
ち
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
席
上
級

医
師
は
、
継
続
し
て
法
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
の
問
題
を
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
項
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
は
、
遅
く
と
も
下
記
の
時
期

ま
で
に
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
勾
留
又
は
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
自
由
剥
脱
の
決

定
の
効
力
が
終
了
し
た
と
き
、

二
、
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一

一
ゴ
一
七
号
）
第
一O条
に
基
づ
き
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
、
調
査
病
棟
に
強
制
収
容
で
き
な
い
と
き
、

三
、
矯
正
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
釈
放
さ

れ
る
と
き
、

四
、
刑
法
第
三
二
章
第
五
条
に
よ
り
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
を
受

け
た
結
果
特
別
少
年
ホ
l

ム
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

当
該
執
行
の
終
了
の
と
き
。
（
三O
O

六
年
法
律
第
八
九
七
号
）

（
二O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

〔
特
別
解
除
事
由
審
理
］

第
十
六
条
特
別
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
刑
法
第
二
三
章
第
三
条
に

よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に
関
し
て
は
、
保
護
は

下
記
の
時
期
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
特
別
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
決
定
を
導
い
た
精
神
障
害
の
結

果
に
て
ら
し
、
患
者
に
も
は
や
重
大
な
罪
の
再
犯
を
行
う
危
険
が

認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
及
、
ぴ

二
、
患
者
の
精
神
状
態
及
び
そ
の
他
の
個
人
的
状
況
に
て
ら
し
て
、

ァ
、
自
由
剥
脱
及
び
そ
の
他
の
強
制
と
結
合
し
て
い
る
法
精
神
医

学
的
保
護
の
た
め
の
医
療
保
護
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
が
不
必

要
に
な
っ
た
と
き
、
又
は

イ
、
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
と
き
。
（
三

O

O
八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
十
六
条
の
ニ
特
別
解
除
事
由
審
理
に
つ
い
て
は
、
主
席
上
級
医
師

の
届
出
又
は
患
者
の
申
請
の
後
に
州
裁
判
所
が
こ
れ
を
審
理
す
る
。

主
席
上
級
医
師
は
、
刑
法
第
ゴ
二
章
第
三
条
に
よ
る
裁
判
所
の
決

定
が
執
行
可
能
に
な
っ
た
日
か
ら
遅
く
と
も
四
月
以
内
に
、
又
は
患

者
が
医
療
保
護
施
設
に
到
着
し
た
場
合
に
は
そ
の
一
日
後
に
、
特
別

解
除
事
由
審
理
に
つ
い
て
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
は
、

州
裁
判
所
が
最
後
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
決
定
を
言
渡
し
た
日
か
ら

六
月
ご
と
に
右
の
届
出
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
席
上
級
医
師
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
を
終
了
し
得
る
と
解
す

る
と
き
又
は
保
護
が
開
放
的
も
し
く
は
閉
鎖
的
保
護
に
移
行
す
べ
き

で
あ
る
と
解
す
る
と
き
、
特
別
解
除
事
由
審
理
に
つ
い
て
直
ち
に
届

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定
に
際
し
、
裁
判
所
は
、
右
の

保
護
に
適
用
す
べ
き
第
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
よ
る
特
別
な
条

件
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
特
別
条
件
は
、
精
神
医
学
的

強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
八
号
）
第

二
六
条
第
三
項
に
一
不
す
も
の
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
、

主
席
上
級
医
師
に
、
特
別
条
件
の
決
定
を
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
理
由
が
存
す
る
と
き
、
裁
判
所
は
こ
の
決
定
権
を
取
戻
す
こ
と
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が
で
き
る
。
（
二
O
O

八
年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
十
六
条
の
三
主
席
上
級
医
師
は
、
第
一
六
条
の
二
に
よ
る
届
出
に

際
し
、
法
精
神
医
学
的
保
護
を
継
続
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
場
合
、

右
の
保
護
を
閉
鎖
的
又
は
開
放
的
保
護
の
ど
ち
ら
と
し
て
提
供
す
べ

き
か
を
一
不
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
の
届
出
に
は
、
強
制
保
護
の
根
拠
を

な
す
事
情
及
び
裁
判
所
が
定
め
る
べ
き
特
別
条
件
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
届
出
に
は
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一

九
九
一
年
法
律
第
一
一
一
一
八
号
）
第
七
条
の
二
に
一
不
さ
れ
る
協
力
的

保
護
計
画
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
、
患
者
が
精
神

障
害
の
結
果
深
刻
な
性
質
の
犯
罪
を
再
犯
す
る
危
険
性
及
び
右
の
犯

罪
の
再
犯
を
阻
止
す
る
た
め
に
計
画
さ
れ
た
手
段
の
特
別
な
説
明
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法

律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
八
号
）
第
七
条
の
二
に
開
放
的
精

神
医
学
的
保
護
と
あ
る
と
こ
ろ
に
替
え
て
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保

護
を
適
用
す
る
。

開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
継
続
す
る
届
出
に
は
協
力
的
保
護

計
画
の
追
跡
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
O
O

八
年
法
律

第
四
一
六
号
）

［
入
国
禁
止
、
国
外
退
去
な
ど
］

第
十
七
条
下
記
の
処
分
に
伴
う
法
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一

年
法
律
第
一
一
一
一
八
号
）
第
二
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一
、
特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
わ
な
い
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け

て
い
る
患
者
の
、
外
国
人
法
（
二
O
O

五
年
法
律
第
七
一
六
号
）

に
よ
る
入
国
禁
止
又
は
国
外
退
去
、

二
、
特
別
外
国
人
統
制
法
（
一
九
九
一
年
法
律
第
五
七
二
号
）
に
よ

る
国
外
退
去
、

(2
) 

三
、
身
柄
引
渡
、
及
び

(3
) 

四
、
犯
人
引
渡
。

特
別
解
除
事
由
審
理
を
伴
う
刑
法
第
二
二
章
第
三
条
に
よ
る
法
精

神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
外
国
人
法
（
二

0
0

五
年
法
律
第
七
一
六
号
）
に
よ
る
決
定
の
後
入
国
禁
止
又
は
国
外
退

去
さ
れ
る
べ
き
者
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
場
合
、
強
制
保
護
と
は
関

わ
り
な
く
、
右
の
決
定
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
右
の
決
定
を
執
行
す
べ
き
公
務
所
が
要
求
す
る
場
合
、
及
び

二
、
主
席
上
級
医
師
が
、
第
一
六
条
第
一
項
第
一
号
の
保
護
の
終
了

の
要
件
が
充
足
さ
れ
、
患
者
の
状
態
が
右
の
決
定
の
執
行
を
許
容

す
る
も
の
と
認
め
る
場
合
。

右
の
場
合
、
右
の
決
定
が
執
行
さ
れ
た
と
き
に
、
強
制
保
護
は
終

了
す
る
。

刑
法
第
ゴ
二
章
第
三
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
委
託
を

内
容
と
す
る
制
裁
の
執
行
を
他
国
に
移
送
す
べ
き
旨
の
決
定
が
言
渡

さ
れ
た
場
合
に
は
、
右
の
決
定
の
執
行
の
際
に
法
精
神
医
学
的
保
護

は
終
了
す
る
。
（
二O
O

七
年
法
律
第
二
四
五
号
）
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10) 

［
上
訴
な
ど
］

第
十
八
条
患
者
は
、
下
記
の
事
項
に
か
か
る
主
席
上
級
医
師
の
本
法

に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
、
州
裁
判
所
に
不
服
申
立
が
で
き
る
。

一
、
第
三
条
の
四
又
は
第
三
条
の
五
に
よ
る
閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的

保
護
の
た
め
の
収
容
、

二
、
第
五
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
収
容
、
こ
の
場

合
、
右
の
不
服
申
立
が
保
護
の
終
了
の
要
求
を
含
む
も
の
と
解
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
第
一
三
条
又
は
第
一
五
条
に
掲
げ
る
場
合
に
法
精
神
医
学
的
保

護
を
終
了
す
べ
き
だ
と
す
る
要
求
の
棄
却
、

四
、
第
九
条
又
は
第
一

O
条
第
四
項
第
一
文
に
掲
げ
る
場
合
に
保
護

施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
求
め
る
要
求
の
棄
却
又
は
右
の

滞
在
に
伴
う
条
件
の
言
渡
、

五
、
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
、
第
九
条
又
は
第
一
O

条
第
四
項
第
三
文
に
よ
る
取
消
、

六
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第

一
一
二
八
号
）
第
二
四
条
と
対
比
さ
れ
る
本
法
第
八
条
に
よ
る
財

物
の
廃
棄
又
は
売
却
に
関
す
る
命
令
、

七
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第

一
一
一
一
八
号
）
第
二O条
の
二
と
対
比
さ
れ
る
本
法
第
八
条
に
よ

る
電
子
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
権
利
の
制
限
、

八
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第

法学研究 81 巻 10 号（2008

一
一
二
八
号
）
第
一
一
一
一
条
の
ご
と
対
比
さ
れ
る
本
法
第
八
条
に
よ

る
送
付
物
の
監
視
、
又
は

九
、
第
一
二
条
の
二
第
三
項
又
は
第
一
六
条
の
一
一
第
四
項
に
よ
る
開

放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
と
結
合
す
る
条
件
の
言
渡
。

そ
の
他
の
本
法
に
よ
る
主
席
上
級
医
師
の
決
定
に
は
不
服
を
申
立

て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
主
席
上
級
医
師
は
、
本
法
に
よ
る
裁
判
所

の
決
定
に
対
し
て
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

主
席
上
級
医
師
の
決
定
に
不
服
を
申
立
て
る
と
き
、
右
の
申
立
は
、

州
裁
判
所
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
州
裁
判
所
は
、

不
服
申
立
が
正
し
く
届
い
た
か
否
か
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

不
服
申
立
が
著
し
く
遅
延
し
て
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
州
裁
判
所

は
こ
れ
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
席
上
級
医
師

が
不
服
申
立
の
方
法
を
患
者
に
誤
っ
て
通
知
し
た
こ
と
が
遅
延
の
原

因
に
な
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
申
立
期
間
が
満
了
す
る
以

前
に
不
服
申
立
が
主
席
上
級
医
師
の
も
と
に
提
出
さ
れ
て
い
た
場
合

に
は
、
当
該
不
服
申
立
を
却
下
し
て
は
な
ら
な
い
。
右
の
場
合
に
は
、

主
席
上
級
医
師
は
当
該
不
服
申
立
を
直
ち
に
州
裁
判
所
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
O
O
六
年
法
律
第
六
六
四
号
）
（
二O
O
八

年
法
律
第
四
一
六
号
）

第
十
八
条
の
ニ
第
一

O
条
の
二
に
よ
る
州
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て

は
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
一
九
九
五
年
法
律
第
七

三
八
号
に
よ
り
新
設
）

第
十
九
条
第
八
条
第
二
項
、
第
一

O
条
の
三
、
第
一
一
条
の
二
及
び
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第
一
一
条
の
三
に
よ
る
矯
正
保
護
又
は
国
営
施
設
庁
の
決
定
に
対
し
、

患
者
は
一
般
行
政
裁
判
所
に
不
服
申
立
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
高
等
裁
判
所
へ
の
不
服
申
立
に
つ
い
て
は
審
理
許
可
が
必
要
で

(4
) 

あ
る
。
（
二
O
O

五
年
法
律
第
九
七
八
号
）
（
以
下
編
略
）

第
十
九
条
の
ニ
矯
正
保
護
の
決
定
に
対
し
て
は
、
矯
正
保
護
に
よ
り

右
の
決
定
の
再
審
理
が
な
さ
れ
る
以
前
に
、
第
一
九
条
に
よ
る
不
服

を
申
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
右
の
決
定
が
不
利
に
働
く
者
は
、

右
の
再
審
理
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
再
審
理
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
決
定
の
不
服
申
立
は
、
再
審
理
の
請
求
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
し本

条
に
よ
る
再
審
理
に
際
し
て
は
、
患
者
の
不
利
益
に
決
定
を
変

更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
一
一O
O

五
年
法
律
第
九
七
八
号
に
よ

り
新
設
）

第
十
九
条
の
三
再
審
理
の
要
求
は
、
書
面
に
よ
り
、
患
者
が
決
定
を

受
領
し
た
日
か
ら
三
週
間
以
内
に
矯
正
保
護
に
到
着
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
右
の
再
審
理
の
要
求
の
中
に
、
患
者
は
、
関
係
す
る

決
定
及
び
患
者
の
要
求
す
る
右
の
決
定
の
変
更
内
容
を
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
（
二
O
O

五
年
法
律
第
九
七
八
号
に
よ
り
新
設
）

第
十
九
条
の
四
矯
正
保
護
は
、
再
審
理
要
求
の
書
面
が
正
し
い
時
に

到
着
し
た
か
否
か
を
審
理
す
る
。
右
の
書
面
が
遅
れ
て
到
着
し
た
場

合
に
は
、
遅
延
が
患
者
へ
の
再
審
理
請
求
の
方
法
に
つ
い
て
の
公

(5
) 

務
所
の
誤
っ
た
通
知
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
き
は
こ
れ
を
却
下
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
O
O

五
年
法
律
第
九
七
八
号
に
よ
り
新
設
）

第
十
九
条
の
五
矯
正
保
護
の
決
定
に
対
し
て
は
、
事
件
に
お
け
る
最

初
の
決
定
の
と
き
に
患
者
が
登
録
さ
れ
て
い
た
矯
正
保
護
施
設
、
拘

置
所
又
は
留
置
場
が
存
在
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
州
裁
判
所
に
、
第

一
九
条
に
よ
り
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
O
O

五
年

法
律
第
九
七
八
号
に
よ
り
新
設
）

第
二
十
条
検
察
官
は
、
下
記
の
決
定
に
対
し
て
不
服
申
立
を
す
る
こ

と
が
で
き
る

一
、
第
一
O
条
第
一
項
に
よ
る
、
患
者
が
医
療
保
護
施
設
区
域
外
に

滞
在
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
旨
の
州
裁
判
所
の
決
定
、

二
、
第
一
O
条
第
四
項
第
一
文
に
よ
る
、
一
定
の
患
者
に
つ
い
て
医

療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
を
主
席
上

級
医
師
に
委
譲
す
る
州
裁
判
所
の
決
定
、

三
、
第
一
六
条
の
二
に
よ
る
、
保
護
を
終
了
す
る
決
定
又
は
開
放
的

法
精
神
医
学
的
保
護
を
提
供
す
る
決
定
。

た
だ
し
、
検
察
官
が
右
の
決
定
の
以
前
に
裁
判
所
に
対
し
て
当
該

決
定
に
対
し
て
不
服
申
立
が
あ
り
得
る
旨
届
出
た
場
合
に
限
る
。

（
二0
0
0

年
法
律
第
三
五
四
号
）
（
二
O
O

八
年
法
律
第
四
一
六

号
d

）［
裁
判
所
で
の
取
扱
］

第
二
十
一
条
本
法
に
よ
り
州
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
問

題
は
、
関
係
医
療
保
護
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
州
裁
判
所
が
こ

れ
を
処
理
す
る
。
（
二0
0
0

年
法
律
第
三
五
四
号
）
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第
二
十
一
条
の
二
本
法
に
よ
る
訴
訟
事
件
は
迅
速
に
処
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
申
請
又
は
届
出
が
州
裁
判
所
に
到
着
し
た
後
速
や
か

に
、
裁
判
所
は
右
の
申
請
又
は
届
出
が
法
定
期
間
内
に
到
着
し
た
否

か
を
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
由
・
請
又
は
届
出
の
到
着
が

著
し
く
遅
延
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
迅
速
に
主
席
上
級
医
師
に
対
し

て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

州
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
事
件
は
、
申
請
、
届
出
又
は
不
服
申
立

が
州
裁
判
所
に
到
着
し
て
か
ら
八
日
以
内
に
裁
判
の
た
め
取
上
げ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
別
解
除
事
由
審
理
の
決
定
に
か
か
る
刑

法
第
三
一
章
第
三
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
患

者
に
関
す
る
訴
訟
事
件
の
場
合
に
は
、
右
の
訴
訟
事
件
が
州
裁
判
所

に
係
属
し
た
日
か
ら
一
五
日
以
内
に
裁
判
の
た
め
取
上
げ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
州
裁
判
所
は
、
補
充
調
査
が
必
要
な
場
合
又
は
そ

の
他
特
別
な
事
情
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
上
記
の
期
限

を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
の
規
定
は
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一

九
九
一
年
法
律
第
一
一
二
八
号
）
第
二
四
条
に
定
め
る
財
物
の
廃
棄

又
は
売
却
に
関
す
る
訴
訟
事
件
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

州
裁
判
所
は
、
訴
訟
事
件
が
処
理
さ
れ
る
ま
で
の
間
事
案
に
関
し

て
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
二0
0
0

年
法
律
第
三
五
四

号
に
よ
り
新
設
）

第
二
十
一
条
の
三
口
頭
審
理
の
問
題
に
関
し
て
は
、
精
神
医
学
的
強

制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
一
一
八
号
）
第
三
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六
条
及
び
第
三
七
条
を
適
用
す
る
。
第
一

O
条
の
二
又
は
第
一
O
条

の
三
に
よ
る
訴
訟
事
件
に
関
し
て
は
同
法
第
三
六
条
及
び
第
三
七
条

第
二
項
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
（
二0
0
0

年
法
律
第
三
五
四
号

に
よ
り
新
設
）

第
二
十
一
条
の
四
行
政
高
等
裁
判
所
に
お
け
る
本
法
に
よ
る
訴
訟
事

件
の
処
理
に
お
い
て
は
、
参
審
員
を
裁
判
所
に
加
え
る
。
た
だ
し
、

第
一
八
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
又
は
第
九

号
に
掲
げ
る
問
題
の
み
に
関
す
る
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
適

用
し
な
い
。

第
一
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
九
号
に
よ
る
訴
訟
事

件
に
お
い
て
は
、
当
該
保
護
が
特
別
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
行
政
高
等
裁
判
所
に
参
審
員
を
加
え
る
。
（
二

0
0
0

年
法
律
第
一
二
五
四
号
に
よ
り
新
設
）
（
二O
O

八
年
法
律
第

四
一
六
ロ
ザ
）

第
二
十
二
条
第
一

O
条
第
一
項
又
は
第
一
六
条
の
二
に
よ
る
訴
訟
事

件
で
、
患
者
か
ら
の
申
請
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
も
の
又
は
第
一
八

条
第
一
項
第
一
号
も
し
く
は
第
二
号
に
よ
る
訴
訟
事
件
に
お
い
て
は
、

州
裁
判
所
は
、
主
席
上
級
医
師
の
意
見
を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
三
条
の
四
、
第
一

O
条
第
一
項
、
第
一
一
一
条
の
一
一
又
は
第
一

六
条
の
二
に
よ
り
申
請
又
は
届
出
を
主
席
上
級
医
師
が
提
出
す
る
場

合
に
は
、
右
の
医
師
は
、
右
の
訴
訟
に
際
し
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
問

題
に
関
す
る
見
解
を
提
示
し
、
ま
た
右
の
見
解
の
根
拠
と
な
っ
て
い

る
事
情
の
説
明
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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明
ら
か
に
不
必
要
な
場
合
を
除
き
、
州
裁
判
所
は
、
第
一

O
条
、

第
一
O
条
の
二
又
は
第
一
六
条
の
三
に
よ
る
訴
訟
事
件
で
あ
っ
て
、

法
精
神
医
学
的
保
護
の
決
定
の
言
渡
の
あ
っ
た
事
件
の
担
当
検
察
官

又
は
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
そ
の
他
の
検
察
官
に
、
下
記
の

問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
が
言
渡
さ
れ
る
以
前
に
意
見
を
述

べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
、

ー
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
、

ー
右
の
許
可
に
つ
い
て
の
決
定
の
主
席
上
級
医
師
へ
の
委
譲
、

ー
主
席
上
級
医
師
が
医
療
保
護
施
設
区
域
内
で
保
護
区
画
の
外
に
滞

在
す
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
の
承
認
、
又
は

｜
保
護
の
終
了
。
（
一
九
九
五
年
法
律
第
七
三
八
号
）
（
二
O
O
八
年

法
律
第
四
一
六
号
）

第
二
十
二
条
の
二
下
記
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
行
政
裁
判
所
に
お

け
る
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
そ
の
措
置
に
関
わ
り
の
あ
る
者
の
た
め

に
国
選
付
添
人
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
第
三
条
の
四
又
は
第
二
一
条
の
一
一
に
よ
る
保
護
の
延
長
の
承
認
、

三
、
第
一
六
条
の
二
に
よ
る
保
護
の
終
了
、

一
二
、
第
一
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
七
号
又
は

第
八
号
に
よ
る
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
、
又
は

四
、
特
別
解
除
事
由
審
理
の
決
定
を
伴
う
刑
法
第
ゴ
二
章
第
三
条
に

よ
り
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
保
護
施
設

区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
も
し
く
は
当
該
許
可
の
取
消
。

国
選
付
添
人
は
、
そ
の
必
要
性
の
存
在
し
な
い
必
然
性
が
仮
定
さ

れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
。
（
二
O
O

八
年
法

律
第
四
一
六
号
）

第
二
十
二
条
の
三
特
別
解
除
事
由
審
理
の
決
定
を
伴
う
刑
法
第
三
一

章
第
一
二
条
に
よ
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者
に
関
し
て
、

検
察
官
は
、
州
裁
判
所
に
対
し
て
下
記
の
事
項
に
か
か
る
決
定
の
取

消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
、
又
は

二
、
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
決
定
を
主
席
上
級
医
師

に
委
譲
す
る
こ
と
。

検
察
官
は
、
州
裁
判
所
に
対
し
て
、
第
三
条
の
つ
一
第
一
項
に
よ
り

開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
て
い
る
患
者
に
再
度
閉
鎖
的
法

精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
さ
せ
る
旨
の
申
請
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。

第
一
項
又
は
第
二
項
に
よ
る
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
州
裁
判
所
は

主
席
上
級
医
師
よ
り
意
見
を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二

0

0
0

年
法
律
第
三
五
四
号
に
よ
り
新
設
）
（
一
一O
O

八
年
法
律
第
四

一
ム
ハ
口
す
）

［
雑
則
］

第
二
十
三
条
主
席
上
級
医
師
は
、
患
者
が
保
護
さ
れ
て
い
る
医
療
保

護
施
設
又
は
法
精
神
医
学
的
調
査
病
棟
に
勤
務
す
る
精
神
医
学
科
に

特
別
な
知
識
を
有
す
る
精
神
医
学
の
専
門
医
に
、
主
席
上
級
医
師
が

本
法
に
よ
り
有
す
る
職
務
の
執
行
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
主
席
上
級
医
師
は
、
医
療
保
護
施
設
又

は
調
査
病
棟
の
別
の
医
師
に
右
の
委
任
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
下
記
の
事
項
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

一
、
閉
鎖
的
法
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
第
三
条
の
四
又
は
第
三

条
の
五
に
よ
る
収
容
、

二
、
法
精
神
医
学
的
保
護
の
た
め
の
第
五
条
に
よ
る
収
容
の
決
定
、

三
、
保
護
の
延
長
の
承
認
の
第
三
条
の
四
又
は
第
二
一
条
の
一
一
に
よ

る
申
請
、

四
、
特
別
解
除
事
由
審
理
の
第
一
六
条
の
二
に
よ
る
届
出
、

五
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第

一
一
二
八
号
）
第
一
七
条
第
一
項
と
対
比
さ
れ
る
本
法
第
八
条
に

よ
る
処
遇
の
決
定
、

六
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
第
一
九
条
第
二
項
と
対

比
さ
れ
る
本
法
第
八
条
に
よ
る
束
縛
の
決
定
、

七
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二

O
条
第
二
項
と
対

比
さ
れ
る
本
法
第
八
条
に
よ
る
隔
離
の
決
定
、

八
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
O
条
の
一
一
と
対
比

さ
れ
る
本
法
第
八
条
に
よ
る
電
子
的
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

権
利
を
制
限
す
る
決
定
、

九
、
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
二
条
の
二
と
対
比

さ
れ
る
本
法
第
八
条
に
よ
る
送
付
物
の
監
視
の
決
定
、
又
は

一
O
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
示
す
制
限
又
は
監
視
の
停
止
に
関
す

る
決
定
。
（
二
O
O

八
年
法
律
第
四
二
ハ
号
）
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第
二
十
四
条
精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年

法
律
第
一
一
一
一
八
号
）
第
四O
条
第
一
項
、
第
四
二
条
及
び
第
四
三
一

条
、
第
四
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
六
条
及
び
第
四
九
条
の
規
定
は
、

法
精
神
医
学
的
保
護
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
二
十
五
条
本
法
に
よ
り
言
渡
さ
れ
る
決
定
は
、
他
に
定
め
の
な
い

限
り
直
ち
に
効
力
を
生
じ
る
。

検
察
官
が
州
裁
判
所
の
決
定
以
前
に
当
該
決
定
に
対
し
て
不
服
申

立
が
あ
り
得
る
旨
届
出
た
場
合
、
州
裁
判
所
又
は
行
政
高
等
裁
判
所

の
決
定
は
、
同
決
定
の
確
定
以
前
又
は
裁
判
所
が
事
前
に
同
決
定
に

対
す
る
不
服
申
立
が
提
起
さ
れ
な
い
旨
の
通
知
を
受
領
す
る
以
前
に

は
、
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

検
察
官
は
、
第
二
項
に
よ
り
州
裁
判
所
又
は
行
政
高
等
裁
判
所
に

本
法
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
不
服
申
立
て
が
提
起
さ
れ
な
い
旨
通
知

し
た
場
合
、
右
の
裁
判
所
は
、
直
ち
に
保
護
施
設
に
対
し
て
決
定
が

執
行
で
き
る
こ
と
を
言
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
O
O
五
年

法
律
第
三
七
四
号
）

第
二
十
六
条
主
席
上
級
医
師
は
、
本
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
患

者
の
状
態
が
許
す
限
り
、
当
該
患
者
が
個
別
的
に
相
応
な
情
報
伝
達

に
よ
り
介
助
人
を
得
る
権
利
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
よ
う
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
法
精
神
医
学
的
保
護
が

開
始
し
又
は
終
了
し
た
と
き
、
主
席
上
級
医
師
は
、
患
者
委
員
会
活

動
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
八
年
法
律
第
一
六
五
六
号
）
に
よ
っ
て
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活
動
し
て
い
る
権
限
あ
る
患
者
委
員
会
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

速
や
か
に
右
委
員
会
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第

四
条
に
定
め
る
場
合
に
は
、
同
委
員
会
は
、
患
者
が
第
一
八
条
第
一

項
第
三
号
に
よ
っ
て
法
精
神
医
学
的
保
護
が
終
了
す
べ
き
で
な
い
と

す
る
主
席
上
級
医
師
の
決
定
に
不
服
申
立
を
行
っ
た
と
き
又
は
同
様

に
不
服
申
立
の
後
に
保
護
が
終
了
し
た
と
き
に
も
、
右
の
通
知
を
受

け
る
も
の
と
す
る
。

精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一

一
二
八
号
）
第
三O
条
な
い
し
第
ゴ
二
条
の
二
の
介
助
人
に
関
す
る

規
定
は
、
法
精
神
医
学
的
保
護
に
適
用
可
能
な
部
分
を
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
介
助
人
が
保
護
施
設
に
患
者
を
訪
問
で
き
る
権
利
に
関
す

る
同
法
第
三

O
条
第
三
項
第
二
文
の
規
定
は
、
本
法
第
八
条
第
三
項

又
は
被
拘
置
者
、
被
勾
留
者
そ
の
他
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
一
九

七
六
年
法
律
第
三
七
一
号
）
第
一
六
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た

訪
問
を
受
け
る
患
者
の
権
利
の
制
限
に
基
づ
く
障
害
の
存
し
な
い
限

度
で
の
み
こ
れ
を
適
用
す
る
。
（
三
O
O

八
年
法
律
第
四
二
ハ
号
）

第
二
十
六
条
の
二
介
助
人
の
安
全
に
て
ら
し
て
特
別
な
理
由
が
あ
る

場
合
、
主
席
上
級
医
師
は
、
患
者
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を
介
助
人

又
は
第
二
六
条
第
二
項
に
定
め
る
委
員
会
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
（
二
0
0
0

年
法
律
第
三
五
四
号
）

第
二
十
七
条
支
援
を
提
供
す
る
警
察
官
署
の
義
務
に
つ
て
は
、
精
神

医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
一
九
九
一
年
法
律
第
一
一
一
一
八

号
）
第
四
七
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
可
能
な
限
度
で
適
用
す
る
。

右
の
支
援
は
、
第
七
条
第
一
項
に
定
め
る
場
合
で
保
護
が
開
始
す
る

と
き
に
患
者
が
自
ら
出
頭
し
な
い
と
き
に
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
二
十
八
条
特
別
解
除
事
由
審
理
に
か
か
る
法
精
神
医
学
的
保
護
を

患
者
が
受
け
て
い
る
場
合
、
犯
罪
及
び
そ
の
他
の
事
情
に
て
ら
し
て

必
要
が
あ
れ
ば
、
主
席
上
級
医
師
は
、
被
害
者
に
対
し
て
、
下
記
の

と
き
に
通
知
を
受
け
る
可
能
性
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
患
者
が
許
可
な
し
に
医
療
保
護
施
設
を
離
れ
た
こ
と
又
は
医
療

保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
の
期
間
を
経
過
し
た
後
も
し

く
は
右
の
許
可
が
取
消
さ
れ
た
後
に
戻
っ
て
来
な
い
と
き
、

二
、
患
者
が
医
療
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す
る
許
可
を
得
る
決
定

が
な
さ
れ
た
と
き
、

三
、
患
者
が
開
放
的
法
精
神
医
学
的
保
護
を
受
け
る
旨
の
決
定
が
な

さ
れ
た
と
き
、
又
は

四
、
保
護
が
終
了
す
る
決
定
が
な
さ
れ
た
と
き
。

被
害
者
が
通
知
を
希
望
す
る
場
合
、
右
の
通
知
は
、
本
条
に
示
す

決
定
の
際
に
患
者
が
保
護
施
設
を
離
れ
る
以
前
、
及
び
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
第
一
項
に
定
め
る
通
知
は
、
被
害
者

が
通
知
を
要
求
し
な
い
場
合
に
も
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
通
知
は
、
特
別
な
場
合
の
事
情
に
て
ら
し
て
適
切
な
方
法
で

構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
通
知
に
は
、
面
接
禁
止
に
関

す
る
法
律
（
一
九
八
八
年
法
律
第
六
八
八
号
）
に
よ
る
面
接
禁
止
の

言
渡
に
適
用
さ
れ
る
規
則
に
つ
い
て
の
情
報
が
含
め
ら
れ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
（
二
O
O

六
年
法
律
第
九
三
四
号
）
（
二
O
O

八
年
法
律

第
四
一
六
号
）

第
二
十
九
条
法
令
に
定
め
の
あ
る
場
合
の
他
、
主
席
上
級
医
師
は
、

法
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
し
た
後
拘
置
所
又
は
矯
正
保
護
施
設
に

移
送
さ
れ
る
べ
き
患
者
の
情
報
が
矯
正
保
護
に
必
要
な
場
合
、
当
該

情
報
を
矯
正
保
護
に
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
。

法
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
し
た
後
に
刑
法
第
三
三
章
第
五
条
に

よ
る
閉
鎖
的
少
年
保
護
の
判
決
の
結
果
特
別
少
年
ホ
l

ム
に
移
送
さ

れ
る
べ
き
者
に
関
し
て
、
情
報
を
提
供
す
る
同
様
の
義
務
が
国
営
施

設
庁
と
の
関
係
で
主
席
上
級
医
師
に
適
用
さ
れ
る
。
（
一
九
九
一
年

法
律
第
一
九
六
八
号
で
新
設
）
（
二O
O

六
年
法
律
第
八
九
七
号
）

第
三
十
条
本
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
患
者
は
、
そ
の
状
態
の
許

す
限
り
速
や
か
に
下
記
の
権
利
に
つ
い
て
、
主
席
上
級
医
師
の
配
慮

に
よ
り
、
説
明
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

一
、
第
一
八
条
に
よ
り
決
定
に
対
し
て
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
、

二
、
第
一
六
条
第
二
項
に
よ
り
法
精
神
医
学
的
保
護
の
終
了
の
申
請

を
行
う
こ
と
、

三
、
第
一
O
条
又
は
第
一
一
条
に
よ
り
保
護
施
設
区
域
外
に
滞
在
す

る
許
可
の
申
請
を
行
う
こ
と
、

四
、
訴
訟
代
理
人
又
は
付
添
人
を
選
任
す
る
こ
と
、
及
び

五
、
第
二
二
条
の
二
に
よ
り
国
選
付
添
人
を
得
る
こ
と
。

本
法
は
、
医
療
保
護
施
設
又
は
調
査
病
棟
に
、
患
者
の
目
に
よ
く

つ
く
よ
う
に
こ
れ
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
0
0
0
年

法
律
第
三
五
四
号
）
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［
経
過
規
定
〕

本
法
は
、
二
O
O

八
年
九
月
一
日
よ
り
効
力
を
生
じ
る
。
（
以
下

編
略
）

（
訳
注
）

（1
）
本
試
訳
の
法
律
本
文
は
、
Z
G
ミ
割
当
者
・
ュ
－
g
e
m
s
－Z

に
掲

載
さ
れ
て
い
る
法
令
集
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
l

ド
し
た
も
の
で
、
同
ウ
エ

ブ
サ
イ
ト
の
注
記
よ
り
完
全
性
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
が
、
改
正
部

分
は
、
司
円
。
℃
N
。
。
吋
＼
。
∞
泊

o
・g
－N
H
l
S
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
法
律
案

の
法
文
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
今
回
の
改
正
が
全
面
改
正
に
近

い
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
自
体
も
再
公
布
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
、

参
考
資
料
と
し
て
本
稿
に
添
付
す
る
。

（2
）
欧
州
逮
捕
令
状
法
（
二
O
O

一
二
年
法
律
第
一
一
七
九
号
）
。

（3
）
犯
罪
に
よ
る
引
渡
に
関
す
る
法
律
（
一
九
五
七
年
法
律
第
六

六
八
日
万
）
。

（4
）
こ
の
後
に
二

O
O

五
年
法
律
第
九
七
八
号
に
含
ま
れ
る
旧
法

事
件
の
取
扱
に
関
す
る
注
記
が
続
く
が
、
こ
の
翻
訳
で
は
省
略
す
る
。

（5
）
矯
正
保
護
を
さ
す
。

略
語
集
本
稿
で
使
用
す
る
略
語
は
下
記
の
と
お
り
。

出
m
r
国
巴
8

・

2
F
A
g－q
b
a
ω－m
m
（
冨
∞
∞
一
芯
ω
）
（
健
康
疾
病



同部Q挺川現時ヤE1棉嵯宕が凶定年川浩入トlHbk

2長
梢
誕
）

L
P
T
,
 L
a
g
 (1991:1128) o

m
 psykiatrisk tvangsvard 

（
禦

震
凶
糾
童
謡
事
是
正
梢
~
~
い
時
現
赴
）

L
R
P
U
,
 
L
a
g
 
(1991 :

 1137) 
o
m
 
rattspsykiatrisk 

undersokning 
（
場
無
季
凶
緋
孟
程
桝
~
~
炉
時
現
赴
）

L
R
V
,
 L
a
g
 (1991:1129) o

m
 rattspsykiatrisk vard 

（
場

提
案
凶
が
宕
是
正
榔
~
~
1
眠
時
現
赴
）

L
S
P
V
,
 L
a
g
 (1966:293) o

m
 beredande av sluten psykiｭ

atrisk vard i
 

vissa fall 
(lffi'.諸

君
禦
軍
国
許
窓
越
棉
Q
掛
瞳
日

E
炉
時
制
魁
）

L
V
M
,
 L
a
g
 (1988:870) o

m
 vard av missbrukare i

 vis-

sa fall 
（
時
蓉
討
匪
栴
越
鰐
混
）

N
J
A
2
,
 N
y
t
t
 juridiskt arkiv 2, 

（
模
様
魁
如
何
抑
蝶
N
)

Prop, Regeringens proposition 
（
者
生
曜
司
場
魁
牒
）

R
M
V
,
 Rattsmedicinalverket 

（
誕
凶
併
士
）

R
A
 xxxx, Regeringsrattens arsbok 

（
に
話
回
陸
相
E
誠
事
宇
宙

叶
詳
）

SFS, S
v
e
n
s
k
 fOrfattningssamling 

(
 

K
 -t'-

1-J 
~
 iト
入
場
や

蝋
）S
O
S
F
S
,
 Socialstyrelsens fOrfattningssamling 

（
ギ
相
七

誕
や
蝋
）

S
O
U
,
 Sta tens offentliga utredningar 

（
判
誕
榊
糟
制
排

斡
岳
）

SoU, Betankande av socialutskottet 
（
鰭
仰
ギ
相

1献
血
相

辞
自
怖
）

t
、
。
。


